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令和７年第１０回府中市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開 会  令和７年１０月１６日（木） 

       午後２時００分 

  閉 会  令和７年１０月１６日（木） 

       午後４時５８分 

２ 出席者 

  教育長 酒 井   泰  委 員 日 野 佳 昭 

委 員 山 下 和 則  委 員 田 中 亜衣子 

委 員 山 中 ともえ 

３ 欠席者 

なし 

４ 出席説明員 

  教育部長       山 下 隆 久  文化スポーツ部長    矢ケ﨑 幸 夫 

  教育部学校施設整備担当副参事      文化スポーツ部次長兼スポーツタウン推進課長 

  兼学校施設課長    高 橋   潤              古 田   実 

  教育部副参事兼指導室長         文化生涯学習課長    平 澤 佐一郎 

志 村   安  ふるさと文化財課長   江 口   桂 

  教育総務課長     松 本   寛  文化資源活用担当副主幹 藤 原 裕 司 

教育総務課長補佐   浅 見 公 博  スポーツタウン推進課長補佐 

学校施設整備担当主幹 曽 根 邦 友              塚 本   淳 

新たな学校づくり担当主幹        新総合体育館整備担当副主幹 

           國 分 大 樹              奥   恭 平 

学校施設課長補佐   大 南 尚 也  図書館長        楠 本 順 子 

  学務保健課長     須 田 茂 也   

  学務保健課長補佐   横 山 聖 子   

  給食センター所長   大 木 忠 厚   

  教育・就学相談担当主幹          

             鈴 木 正 憲   

教育指導担当主幹   佐 藤   公   

指導室長補佐     石 渡 通 暁   

  統括指導主事     鈴 木   篤   

  指導主事       林   達 樹   

  指導主事       中 尾 友 昭   

  指導主事       菱 倉 裕 輔 

 

５ 教育委員会事務局出席者 

  教育総務課総務係長  大 沢 直 樹 

  教育総務課主任    青 木 なつみ 
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  教育総務課事務職員  戸 谷 咲 良 
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議 事 日 程 

第１ 議事録署名員指名について 

 

 

第２ 会期決定について 

 

 

第３ 議 案 

 第５５号議案 

  府中市立小・中学校のプール整備方針について 

第５６号議案 

  府中市立府中第五小学校改築に伴う基本構想について 

第５７号議案 

  府中市立府中第九小学校改築に伴う基本構想について 

第５８号議案 

  府中市民球場の使用料の新設に係る条例の改正の申出について 

 

 

第４ 報告・連絡 

 (1) 第３次府中市学校教育プラン中間見直し（案）の作成について 

 (2) 第３０回学校施設老朽化対策特別委員会開催報告について 

 (3) 第５次府中市特別支援教育推進計画（案）の作成について 

 (4) 令和７年度全国学力・学習状況調査の結果について 

 (5) 東京都指定有形文化財（建造物）内藤家住宅保存活用計画（案）の作成について 

 (6) 第２次国指定天然記念物馬場大門のケヤキ並木保護管理計画（案）の作成について 

 (7) 国史跡武蔵国府跡（国司館地区）第２期整備基本計画（案）の作成について 

 (8) 郷土の森博物館手話・字幕付プラネタリウム番組等の特別投影について 

 (9) 府中市新総合体育館基本構想（案）の作成について 

 (10) 第７回府中市ボッチャ大会の開催について 

 

 

第５ その他 

 

 

第６ 教育長報告 

 

 

第７ 教育委員報告 
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午後２時００分開会 

○教育長（酒井 泰君） それでは、ただいまより、令和７年第１０回府中市教育委員会定

例会を開会いたします。 

                    ◇                

○教育長（酒井 泰君） 日程第１、議事録署名員指名につきまして、本日の教育委員の議

事録署名員は、日野委員にお願いいたします。よろしくお願いします。 

                    ◇                

○教育長（酒井 泰君） 日程第２、会期決定でございますが、会期は本日１日といたしま

す。 

                    ◇                

◎傍聴許可 

○教育長（酒井 泰君） 傍聴希望者がおりますので、許可してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長（酒井 泰君） それでは、許可いたします。 

 傍聴の方に申しあげます。本日、手続き未了のため、第５８号議案につきましては、資料

を一部省略してお配りし、また、報告連絡の資料９につきましては、配布をしておりません

ので、ご承知おきください。 

                    ◇                

◎第５５号議案 府中市立小・中学校のプール整備方針について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、日程第３、第５５号議案の審議に入ります。議案の

朗読をお願いします。 

（事務局朗読） 

○教育長（酒井 泰君） 説明をお願いします。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） それでは、第５５号議案「府中市立小・中学校の

プール整備方針について」、ご説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、府中市立小・中学校のプール整備方針をご覧ください。初めに、１の

「趣旨」といたしまして、府中市立の小・中学校は、３３校全てに屋外プールを設置してい

ますが、近年は猛暑による熱中症のリスクから、これまで以上に安全面への配慮が必要とな

っております。また、学校プールの多くは整備後５０年以上が経過しており、施設の更新が

必要な時期を迎えようとしています。このことから、本年１月に策定した第２次府中市学校

施設改築・長寿命化改修計画に基づき、今後の小・中学校のプール整備方針を定めるもので

ございます。整備方針としてお示ししております４つの方針につきましては、本年８月７日

に開催された教育委員会臨時会においてご説明した方針（案）から変更はございません。 

 次に、３の「今後の取組」でございますが、本方針を踏まえた取組は、次期改築実施校で

ある五小及び九小の改築事業から検討を進めることとし、当該事業において屋内拠点プール

の設置や民間屋内プールの活用の可能性を整理するとともに、その他の学校についても、現

在進めている新総合体育館の検討状況等を踏まえ、民間屋内プールの活用や新たな屋内プー

ルの整備に関するスケジュール等を示す、具体的な整備計画を策定することとしております。

府中市立小・中学校のプール整備方針についてのご説明は以上でございます。よろしくご審



- 5 - 

議くださいますようお願いいたします。 

○教育長（酒井 泰君） 事務局の説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

○委 員（田中亜衣子君） 昨今、変化の大きいプール事業については、市民の関心が大変

高いところでございます。屋外プールの非整備や、既存・民間の屋内プールの活用について

は、オープンハウスやパブリックコメント等で多くの方に賛同を得られているとお聞きして

おりますので、引き続き、整備をよろしくお願いいたします。 

 そこで、既存のプールについてご質問いたします。既存の学校プールについては、必要な

熱中症対策を講じた上で、引き続きの活用が予定されていますが、国や都が定める学校で水

泳を実施する時間の目標、目安のようなものと、府中市のこれまでの達成率、または、これ

からの目標をお聞かせください。 

○教育指導担当主幹（佐藤 公君） 国や都の指針に基づく本市の取組状況ですが、水泳に

ついては学習指導要領に基づきながら、おおむね１０時間程度の時数を組み、全ての小・中

学校において、今年度、水泳が実施できているという報告を受けております。しかしながら、

ＷＢＧＴの指数によっては、中止をしたという報告も受けております。次年度以降も、暑さ

や熱中症に対する工夫・対策をしながら、今年度同様の取組を実施していく予定でございま

す。 

○教育長（酒井 泰君） ＷＢＧＴが３１を超えて中止になった場合も、１０時間の時数は

全ての学校で実施を終えているのでしょうか。 

○教育指導担当主幹（佐藤 公君） 中止のときはありましたが、計画した１０時間の授業

時数については、全ての学校で実施しております。 

○教育長（酒井 泰君） ほかに何かご質問はございますでしょうか。 

○委 員（日野佳昭君） 意見です。授業のプールは実施できたとのことですが、夏のプー

ル開放はできなかったので、まだ少し問題は残っていると思っています。 

 質問が２点あります。１点目は、改築予定の五小、九小はどこのプールを使うか決まって

いるでしょうか。また、決まっているのであれば、保護者に連絡はしているのでしょうか。

２点目は、プールをなくすことに関して、防災としての役割については、消防署と連携して

相談しているのでしょうか。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） まず、五小、九小のプールの整備につきましては、

今まさに検討しているところでございます。方針がある程度決まった時点で、保護者の皆様

にはご説明していく予定でございます。 

 ２点目のプールの防災面につきましても、一定程度、拠点化をするということで防災部局

と話し合いをしているところでございます。こちらも、今後、防災部局、あるいは消防とも

連携しながら、研究を進めてまいる予定でございます。 

○教育長（酒井 泰君） よろしいでしょうか。 

○委 員（日野佳昭君） 意見です。先日、学校訪問に行った際、プールに来た鳥がフンを

して、水を汚してしまっているところを見ました。１０月以降、プールの不使用時はネット

をかけるとよいのではないでしょうか。保育所などはごみが入らないよう、夏の間はプール

にネットをかけ、使用していない期間は水を抜いています。学校の場合は、プールに水を張

っている状況が続くので、ネットをかけて鳥対策をするとよいと思います。 
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 また、民間施設のプールなどに行く場合は、送迎バスの確保も問題になりますので、運転

手や送迎バスのことも含めて、検討をよろしくお願いします。以上です。 

○教育長（酒井 泰君） ご意見として承ります。他にご質問、ご意見はございますか。よ

ろしいでしょうか。 

それでは、お諮りいたします。第５５号議案「府中市立小・中学校のプール整備方針につ

いて」、決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（酒井 泰君） 全員異議なしですので、原案どおり決定いたします。 

                    ◇                

◎第５６号議案 府中市立府中第五小学校改築に伴う基本構想について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、第５６号議案の審議に入ります。議案の朗読をお願

いします。 

（事務局朗読） 

○教育長（酒井 泰君） 説明をお願いします。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） それでは、第５６号議案「府中市立府中第五小学

校改築に伴う基本構想について」、ご説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、府中市立府中第五小学校改築に伴う基本構想をご覧ください。以降は、

ページの一番下のページ数でご説明をいたします。まず、１ページをお願いいたします。 

 初めに、１の「背景と目的」の（１）背景でございますが、本市の学校施設の多くが建築

後５０年以上経過し、老朽化が進行している状態であることから、児童・生徒の安全を確保

し、安心して学校生活を送ることができるようにするため、老朽化対策が重要かつ喫緊の課

題となっている中、令和７年１月に策定した第２次府中市学校施設改築・長寿命化改修計画

において、各学校の老朽化調査の結果や学校施設の築年数に基づく総合評価から、府中第五

小学校を次期改築実施校に位置付けたことをお示ししております。次に、（２）目的でござ

いますが、府中第五小学校の改築事業を行うに当たり、第２次府中市学校施設改築・長寿命

化改修計画で示す市全体の学校施設の整備方針を踏まえ、新たな学校施設の規模や事業スケ

ジュールを設定するための与条件の整理を行い、設計者が設計業務を速やかに行えることを

目的としており、本基本構想では、府中第五小学校がこれまで行ってきた教育活動や地域の

伝統、文化活動に根差した学校独自の取組の現状を整理し、整備方針として定めるものでご

ざいます。 

 ２ページをお願いいたします。２の「現状分析」では、（１）で建物の現況、（２）で児

童数の推移をお示ししております。敷地南側の崖地の一部は、急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域に該当し、また、土砂災害警戒区域にも該当して

おります。 

 次に、３ページをお願いいたします。（４）のアンケートによる現況把握といたしまして、

現状の学校施設について、保護者・教員を対象にしたアンケートを実施し、学校施設の使用

について把握いたしましたが、ご意見としては、暑さを問わずに水泳授業ができるプール、

明るい校舎やトイレを望む声、五小の特徴的なものとしてクスノキなどが挙げられておりま

す。次に、３の「整備方針」でございますが、（１）の老朽化対策の進め方といたしまして、
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アの学校施設の老朽化状況を踏まえた老朽化対策についてでは、校舎、体育館等を全体的に

改築することや学童クラブ等も一体的に整備することを示しております。次に、イの教育環

境の充実を図ることについてでは、各教室などは市全体の整備方針に基づき、より良好な教

育環境を確保するとともに、新しい教育ニーズに対応した学校づくりを目指すことを示して

おります。 

 ４ページに移りまして、ウの地域と連携し、地域の拠点となる学校についてでは、学校施

設の地域解放や公共施設の複合化等について、柔軟かつ適切な対応ができる学校づくりを目

指すことを示しております。また、（２）目指す学校施設と整備方針では、第２次府中市学

校施設改築・長寿命化改修計画で示す本市が目指す学校施設とそれに対する学校施設の全体

整備方針を踏まえ、整備を進めていくこととしております。次に、４の「与条件の整理」で

ございますが、（１）配置の条件についてでは、アからカまで、６つの項目についてお示し

しております。特に、イの校舎と校庭の位置の関係では、敷地南側の崖地の一部が急傾斜地

崩壊危険区域等に該当することから、既存の配置と同じように南側に校舎及び体育館を建築

することを不可としております。 

 次に、５ページをお願いいたします。（２）教育環境の充実についての具体的な取組では、

本市の学校改築の特徴的なものとして、アの普通教室について、８メートル掛ける８.５メー

トルを原則とすることをお示ししているほか、イのメディアセンター及びウの校務センター

を設けることをお示ししております。次に、（４）防犯・安全面についてでは、オートロッ

クシステムやインターホン等による遠隔対応など、セキュリティー機能を備えた計画とする

ことをお示ししております。 

 ６ページをお願いいたします。（５）各教室の条件についてでは、現段階で想定する諸室

について、規模や室数をお示ししております。 

 次に、７ページをお願いいたします。（６）改築の施設規模及び事業スケジュールでござ

いますが、このうちイの事業スケジュールにつきましては、埋蔵文化財包蔵地であることか

ら、建て替え計画が延伸する可能性があることに留意することとした上で、記載のとおりの

スケジュールとしております。 

 次に、８ページをお願いいたします。５の「配置のイメージ」でございますが、表の上段

に配置計画の考え方を記載しております。先ほどご説明いたしましたとおり、敷地南側の崖

地の一部が急傾斜地崩壊危険区域等にも該当することから、Ａパターンは校舎を北側に配置、

Ｂパターンは校舎を北西側に配置したものとしております。配置の検討につきましては、今

後、様々な方のご意見をいただきながら、良好な教育環境の確保の視点に立って、来年度策

定予定の基本計画で詳細な配置を検討していきたいと考えております。府中市立府中第五小

学校改築に伴う基本構想につきましてのご説明は以上でございます。よろしくご審議くださ

いますようお願いいたします。 

○教育長（酒井 泰君） 事務局の説明が終わりました。何かご質問、ご意見はございます

でしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、お諮りいたします。第５６号議案「府中市立府中第五小学校改築に伴う基本構

想について」、決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○教育長（酒井 泰君） 全員異議なしですので、原案どおり決定いたします。 

                    ◇                

◎第５７号議案 府中市立府中第九小学校改築に伴う基本構想について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、第５７号議案の審議に入ります。議案の朗読をお願

いします。 

（事務局朗読） 

○教育長（酒井 泰君） 説明をお願いします。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） それでは、第５７号議案「府中市立府中第九小学

校改築に伴う基本構想について」ご説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、府中市立府中第九小学校改築に伴う基本構想をご覧ください。構成は、

先ほどの第５６号議案と同様となりますので、異なる部分を中心にご説明いたします。 

 それでは、基本構想の２ページをお開きください。２の「現状分析」の（３）の建築基準

法等の制約といたしまして、本敷地は第一種中高層住居専用地域で、南の一部は第二種住居

地域となっておりますが、いずれも日影規制がかかります。また、第二種高度地区となって

おり、高さ制限がございます。東側の隣地は第一種低層住居専用地域となっており、日影が

落ちる場合は、より制限が厳しいため注意が必要となります。 

 次に、４ページに移らせていただきまして、４の「与条件の整理」でございますが、次の

５ページにございます、カの周辺施設に対する配慮において、敷地南側の府中刑務所など周

辺施設に対し、配慮を行う計画とするとしております。 

次に９ページをお願いいたします。５の「配置のイメージ」でございますが、表の上段、

左側の学校機能では、改築に当たり、校舎・体育館・学童クラブ等の各機能が使えない時期

のないローリング計画とすることなど３点、右側の法的制約では、第二種高度地区により、

敷地北側は高さ制限が発生することなど３点を前提に、表の２段目以降に、配置のＡからⅮ

の４つのパターンを作成し、それぞれに対し、表の左側、平面計画、校庭、周辺との関係の

各項目に対する考察を行っております。各パターンの違いでございますが、校舎の配置につ

いて、東西南北にそれぞれ配置したものでございまして、南側に校舎を配置する場合は仮設

校舎が不要ですが、その他は仮設校舎が必要となります。また、配置により、日影の影響は

異なってまいります。九小の配置の検討につきましても、五小と同様、今後様々な方のご意

見をいただきながら、基本計画で詳細な配置を決定していきたいと考えてございます。府中

市立府中第九小学校改築に伴う基本構想につきましてのご説明は以上でございます。よろし

くご審議くださいますようお願いいたします。 

○教育長（酒井 泰君） 事務局の説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

○委 員（田中亜衣子君） 五小と九小の両方について、保護者のアンケート結果を見ると、

どちらも暑さを問わずに水泳授業ができるプール、またはプールの運用が夏場にきちんと行

える施設になってほしいということで、大変関心が高いことが見て取れます。しかし、プー

ルの整備方針によると、屋外のプールは整備しないこととするとされており、また、Ａから

Ｄの４つのパターンを見ても、プールの整備予定はないように思えます。今後、アンケート

を取った方に対する説明の予定はあるのでしょうか。 

○教育部学校施設整備担当副参事兼学校施設課長（高橋 潤君） まず、プールの今後のあ
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り方につきましては、本日ご審議いただいた整備方針を基本的な方針と考えております。今

後、この方針に基づき、詳細な整備計画を来年度以降策定してまいりたいと考えております。

その中で、具体的に屋内プールをどこに何個設置するかといったことを明確に定めてまいり

ます。 

 そして、その計画に基づいて整備をしていくことになりますが、一方で、五小と九小につ

いては、すでに事業に着手しており、先行して設計が行われていくことになりますので、五

小と九小の事業は、プールの整備計画よりも若干遅れるような形になってしまっています。

万が一整備計画ができ、仮に五小や九小にプールを設置するとなった場合には、その方針に

基づいて設置できるように余裕を持った設計、また、学校内に屋内プールを設置する可能性

も予定しながら、設計を進めていくということを考えているところでございます。 

○教育長（酒井 泰君） ほかにご質問ございますか。 

○委 員（日野佳昭君） 五小、九小の両方について、非常電源はどのような施設を造る予

定でしょうか。発電機か、それ以外の非常電源なのでしょうか。２点目は、蓄電池を含めた

ソーラーパネルを設置する予定はあるのでしょうか。３点目は、非常用トイレについては、

どのように考えているのか、携帯用のトイレなのか、浄化槽を造りトイレを設置するのか、

決まっていたら教えてください。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） 非常用発電機につきましては、これまで既存校を

含めまして、全ての学校で非常用発電機を整備しておりますので、五小、九小につきまして

も、非常用発電機は整備する予定でございます。 

 また、ソーラーパネルにつきましても、本市はゼロカーボンシティの達成ということを目

標としていますので、学校施設におきましても、積極的に再生可能エネルギーの施設を設置

することを考えています。蓄電池につきましても、同様に設置の方向で考えております。 

 非常用のトイレでございますが、こちらは今後、防災部局との協議にはなってまいります

が、直近の改築校などでは、マンホールを利用したマンホールトイレを非常用のトイレとし

て想定しているという事例がございますので、こういったことを参考にしながら、今後、非

常用のトイレについても設計していく予定でございます。 

○委 員（日野佳昭君） 前回の八小や、ほかの学校の基本設計などには載っていました。

まだこれは最初の段階の基本構想なので、今後、基本設計が進めば、載ってくるものだと思

いました。ありがとうございました。 

○教育長（酒井 泰君） ほかにご質問はございますか。 

○委 員（山下和則君） 九小は目の前が刑務所という少し特殊なところで、このＡパター

ンが刑務所に近いと思います。府中高校が刑務所のすぐ横にあるのですが、金属バットの音

が受刑者のストレスになるという理由で、府中高校には野球部がないという話を、過去に聞

いたことがあります。例えば、このＡパターンの校舎にしたときに、受刑者は少しデリケー

トなところもあると思いますので、そこの配慮が必要になってくると思います。意見です。 

 また、三小みたいな大きいものではないですが、おとぎ山のようなものがあったかと思い

ます。それがもし、九小の卒業生たちの思い出があるものであったら、配慮が必要だと思い

ました。意見です。 

○教育長（酒井 泰君） そのほか、ご質問やご意見は、何かございますでしょうか。よろ
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しいでしょうか。 

それでは、お諮りいたします。第５７号議案「府中市立府中第九小学校改築に伴う基本構

想について」、決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（酒井 泰君） 全員異議なしですので、原案どおり決定いたします。 

                    ◇                

◎第５８号議案 府中市民球場の使用料の新設に係る条例の改正の申出について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、第５８号議案の審議に入ります。議案の朗読をお願

いします。 

（事務局朗読） 

○教育長（酒井 泰君） 説明をお願いします。 

○スポーツタウン推進課長補佐（塚本 淳君） それでは、第５８号議案「府中市民球場の

使用料の新設に係る条例の改正の申出」につきましてご説明申しあげます。 

 恐れ入りますが、１ページをご覧ください。初めに、１の「趣旨」でございますが、市民

球場の機能の充実を図るため整備する屋内練習場につきまして、市民利用に供するに当たり、

使用料を新設するものでございます。続きまして、２の「内容」でございますが、屋内練習

場につきましては、１塁側及び３塁側の観客席スタンドの下の空間とスペースを活用して新

たに当該施設を整備するもので、野球の練習やウォーミングアップ等の場として使用を想定

しており、当該練習場の使用料につきましては、市内に居住する者及び市外に居住する者の

各区分で、１時間当たりの１室の使用料を記載のとおり設定するものでございます。続きま

して、３の「実施日」でございますが、令和８年２月１日をもって実施するものといたしま

す。説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申しあげます。 

○教育長（酒井 泰君） 事務局の説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

○委 員（山下和則君） この施設は、どのような場所なのかということと、以前の使用料

について教えてください。 

○スポーツタウン推進課長補佐（塚本 淳君） 新たに屋内練習場を整備するこちらのス

ペースは、現在、備品の保管スペースや当該施設に従事するスタッフのワーキングスペース

となっておりまして、当該既存スペースの有効活用を図るため、新たに施設を整備するもの

でございます。このため、従前、使用料の設定自体はございませんでした。 

○教育長（酒井 泰君） ほかにご質問、ご意見はございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、お諮りいたします。第５８号議案「府中市民球場の使用料の新設に係る条例の

改正の申出について」、決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（酒井 泰君） 全員異議なしですので、原案どおり決定いたします。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） 申し訳ございませんが、先ほどの改築校の五小、

九小の蓄電池に関する答弁について、少々訂正させていただいてよろしいでしょうか。 

○教育長（酒井 泰君） どうぞ。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） ありがとうございます。先ほど、直近の改築校に

ついて全て蓄電池を整備していると申しあげましたが、こちらを訂正させていただきます。



- 11 - 

八小と一中は蓄電池がございますが、その後の改築校である三小と六小は蓄電池を整備して

おりませんので、今後の五小と九小につきましても、設計の中で関係部署と協議をしながら

検討をしてまいりたいと考えております。 

○委 員（日野佳昭君） 三小、六小には、ソーラーパネルはないのでしょうか。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） ソーラーパネルはございますが、電気を溜める蓄

電池はございません。 

○委 員（日野佳昭君） ソーラーパネルの電気はどのように使用しているのでしょうか。 

○学校施設整備担当主幹（曽根邦友君） ソーラーパネルの電気は、基本的には昼間に使う

電力として使用し、三小と六小では夜間の利用は行っておりません。 

○委 員（日野佳昭君） ソーラーパネルの電気は、災害時の夜間に、電気、冷房、暖房に

使用できることが大事だと思っています。そのため、ソーラーパネルはあるけれど、昼間し

か使わないということについて少々疑問があるので、理由を教えてください。 

○学校施設課長補佐（大南尚也君） 今回、三小、六小に蓄電池をつけておりませんが、

ソーラーパネルの電気は、昼間にはコンセント等に繋いで使いまして、そのほか、夜間の照

明や空調等につきましては、発電機で賄います。蓄電池につきましては、価格検討の結果、

発電機で賄うものとして、三小、六小の設計をしております。 

○委 員（日野佳昭君） 今はほとんど中国製のものだと思いますが、今後、日本製の蓄電

池もできてくると思っています。かなり機能が高いものができれば、発電機を使わなくても

済み、コストの面でも、あるいは炭素を使わないという面でも、大変大事な方向性だと思う

ので、もう一度検討していただけないでしょうか。 

○教育部学校施設整備担当副参事兼学校施設課長（高橋 潤君） 三小と六小の改築事業を

行う際に、費用対効果を検証する中で、太陽光パネルを設置して、さらに蓄電池で電気を溜

めるよりは、発電機を使用して災害時に発電する方がコスト的に安価であるということで、

発電機を採用させていただいたところでございます。しかし、日野委員がおっしゃいますよ

うに、技術は日進月歩でございますので、今後、太陽光に係る新しい安価な蓄電池等が出て

くれば、当然そういったものが採用されると考えております。今後実施する基本設計や実施

設計の中で、しっかり精査してまいりたいと考えております。 

○教育長（酒井 泰君） 一つ確認してよろしいですか。昼間ソーラーパネルで発電した電

力は、昼間のうちにその学校の電気として使い切ってしまうのでしょうか。 

○教育部学校施設整備担当副参事兼学校施設課長（高橋 潤君） 教育長がご指摘されたと

おり、現在約９０キロワット強の太陽光パネルを設置しておりますが、その容量ですと昼間

で全て使い切ってしまうことになります。そのため、仮に蓄電池を設置するのであれば、も

っと大量の太陽光パネルを設置する必要がございます。 

○教育長（酒井 泰君） ほかに何かご質問、ご意見はございますでしょうか。こちらは答

弁の補足の説明であり、議案は先ほど議決されましたので、ご了解いただくということでよ

ろしいでしょうか。 

それでは、次に進めさせていただきます。 

                    ◇                

◎第３次府中市学校教育プラン中間見直し（案）の作成について 
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○教育長（酒井 泰君） 日程第４、報告・連絡ですが、報告・連絡の（１）を教育総務課、

お願いします。 

○教育総務課長補佐（浅見公博君） それでは、第３次府中市学校教育プラン中間見直し

（案）の作成につきまして、資料１に基づき、ご説明いたします。まず、１の「趣旨」でご

ざいますが、教育委員会では、令和４年３月に第３次府中市学校教育プランを策定し、学

校・地域・関係機関等と連携し、一体となって子供の育成に取り組んでおります。当該プラ

ンについては、急速に変化する社会情勢等に柔軟に対応できるよう、計画期間の後期に向け

て見直しを行うこととしていることから、各施策における目標の達成状況等を踏まえ、中間

見直し（案）を作成するものです。２の「概要」でございますが、資料を２枚おめくりいた

だきまして、目次をご覧ください。 

 「第１章 中間見直しの概要」は、１ページから９ページに記載しており、中間見直しの

背景、主な変更点、本プラン見直し後の施策の体系図の３つの節で構成しております。「第

２章 施策と取組」は、１１ページから４８ページに記載しており、現行プランと同一の３

つの施策ごとに構成しております。 

恐れ入りますが、２ページをご覧ください。第１節では、「中間見直しの背景」として、

第３次府中市学校教育プランの位置付けや中間見直しを行うことの背景を記載しております。 

 ３ページをご覧ください。こちらは、第３次府中市学校教育プランを策定した後に行った

取組などをまとめたもので、学校給食費の公費負担の開始、「はばたき」、「かがやき」の

開設、校舎トイレの洋式化の完了などを記載しております。 

 ４ページをご覧ください。第２節の「主な変更点」といたしましては、総合計画後期基本

計画との整合を図るため、施策の方向性を、本プラン策定後の社会情勢の変化などを踏まえ、

主な取組をそれぞれ変更することを記載しております。 

 詳細の変更内容をご説明する前に、本プランと総合計画との関係性について、本日机上に

配付いたしました資料、第３次府中市学校教育プラン中間見直し（案）に係る変更箇所に

基づきご説明しますので、そちらの資料をご覧ください。 

 第３次府中市学校教育プランでは、基本理念・目指す人間像を定め、本市教育委員会の取

組を３つの施策に体系化し、これらの施策の方向性、主な取組を示しております。このうち、

赤枠で囲っております「３つの施策」は、第７次府中市総合計画の基本施策５「学校教育の

充実に掲げる施策」と一致させており、総合計画後期基本計画において、本施策に変更がな

かったことから、今回の中間見直しの対象とはしておりません。青枠で囲っております「施

策の方向性」については、第７次府中市総合計画の主要な取組と一致させており、総合計画

後期基本計画の主要な取組の見直しに合わせて変更いたします。なお、緑枠で囲っておりま

す「主な取組」については、本プランにおいて独自に定めているものであり、現状、課題な

どを踏まえて変更いたします。 

 恐れ入りますが、定例会資料１の４ページにお戻りください。まず、１の「施策の方向

性」の変更点といたしまして、施策３「子供の学びを支える教育環境の充実」の「施策の方

向性」のうち、学校施設の老朽化への対応を、学校規模・配置の適正化を踏まえた学校施設

の改築・長寿命化へ変更などをしております。続きまして、２の「主な取組」の変更点とし

て、施策１の「社会を主体的・創造的によりよく生きる力の育成」では、１─１について、
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いわゆる学力の重要な三要素を踏まえ、思考力などの伸長に向けた取組に関する表記の追加

などを行っております。 

 ５ページに移りまして、施策２の「学びの機会を保障するための支援の充実」では、不登

校児童・生徒に対する重層的な支援を主な取組として追加などを行っております。施策３の

「子供の学びを支える教育環境の充実」では、学校規模・配置の適正化を「主な取組」とし

て追加するほか、既存の「主な取組」の統合などを行っております。 

 ６ページをご覧ください。３「その他の変更点」といたしましては、総合計画後期基本計

画で新たに「主要な取組」に加わったＩＣＴ機器の活用につきまして、本プランでは、３つ

の施策ごとに６「ＩＣＴ機器の活用」として、各施策の視点から、どのようにＩＣＴ機器を

活用すべきか記載することとしています。また、各施策の成果指標につきましては、総合計

画の指標とおおむね連動していますので、総合計画後期基本計画の指標を更新することに伴

い、成果指標につきましても変更する旨を定めております。 

 ８ページ、９ページをご覧ください。こちらは、本プラン見直し後の施策の体系図をお示

ししたものとなります。続きまして、１１ページをご覧ください。１１ページから４８ペー

ジは、「第２章 施策と取組」といたしまして、見直しを行った施策の内容について、施策

ごとに、目指す姿、現状と課題、施策の方向性と主な取組、成果指標、地域・家庭・関係機

関との連携、ＩＣＴ機器の活用の順に記載をしております。主な変更点について、施策ごと

にご説明いたします。 

 １２ページをご覧ください。こちらのページから３２ページまでが、施策１「社会を主体

的・創造的によりよく生きる力の育成」についてとなります。 

 恐れ入りますが、２２ページをご覧ください。「施策の方向性」の１「学習指導等の充

実」においては、「主な取組」の１－１の名称を「知識・技能の習得、思考力・判断力・表

現力等の伸長に向けた取組の推進」に変更すること、２３ページに移りまして、具体的な取

組として「共生社会の実現に向けた教育の推進」を新たに追加し、東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピック開催などを契機とした手話に関する取組等を通して、他者を尊重する態

度を育成することを定めております。 

 ２６ページに移りまして、「主な取組」１－４において、「幼保小連携の推進」を新たに

追加し、小学校教育への円滑な接続を図るためにスタートカリキュラムの充実に取り組むこ

となどを定めております。 

 ２７ページに移りまして、「施策の方向性」の２「特別支援教育の充実」では、「主な取

組」２－１について、現行は区分がございませんでしたが、「学習環境の整備」と「校内支

援体制の充実」に区分して定めております。 

 ３１ページに移りまして、４「成果指標」でございますが、新たに「通常の学級における

学校生活支援シート作成率」を追加するとともに、現行の「個々の実態に即した指導内容・

方法の工夫改善の実施率」を削っております。 

 ３２ページに移りまして、６として「ＩＣＴ機器の活用」を追加し、デジタル学習ドリル

の良さを最大限に生かし、一人一人が自らの進度に合わせて学習できる個別最適な学びを充

実させることなどを定めております。 

 ３３ページをご覧ください。こちらのページから４０ページまでが、施策２「学びの機会
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を保障するための支援の充実」についてとなります。 

 ３６ページをご覧ください。「施策の方向性」の１「教育相談・教育支援」では、「主な

取組」の１－３として、「不登校児童・生徒に対する重層的な支援」を新たに設け、全ての

市立小・中学校に設置している「サポートルーム」、学びの多様化学校「かがやき」など、

不登校の児童・生徒が個々の状況に応じて、安心して過ごせる場所で適切な支援を受けられ

る体制を確立していくことなどを定めております。 

 ３９ページに移りまして、４「成果指標」でございますが、現行の「不登校児童・生徒の

出現率」を削り、新たに「登校状況に回復傾向がみられた不登校児童・生徒の割合」を追加

するとともに、現行の「不登校児童・生徒の相談率」について、「学校内外の機関等で専門

的な相談等を行った者」に、「教職員に週１回程度以上の相談等を行った者」を加えた割合

に変更をしております。 

 ４０ページに移りまして、６として「ＩＣＴ機器の活用」を追加し、端末を活用した「心

の健康観察」で心の健康状態を可視できるため、学級担任等が児童・子供の気持ちの変化に

気づきやすくなることなどを記載しております。 

 ４１ページをご覧ください。こちらのページから４８ページまでが、施策３「子供の学び

を支える教育環境の充実」についてとなります。 

 ４４ページをご覧ください。「施策の方向性」の１「学校規模・配置の適正化を踏まえた

学校施設の改築・長寿命化」では、「主な取組」の１－１として、「学校規模・配置の適正

化」を新たに設け、統合検討校に関して、保護者や地域住民等との協議などを通じて、具体

的な検討を進めることなどを定めるとともに、「主な取組」の１－２「校舎等の改築」につ

いて、従来は区分がございませんでしたが、「多様な学習活動に対応できる環境」、「誰も

が利用しやすい環境」、「地域コミュニティの拠点」の３つに区分して定めております。 

 ４５ページに移りまして、「施策の方向性」の２「学校施設の大規模改修」では、「主な

取組」の２－２を「短期間で実施する大規模改修」に変更し、体育館及び屋外のトイレの改

修やＬＥＤ照明の計画的な更新について定めております。 

 ４８ページに移りまして、４「成果指標」でございますが、現行の成果指標につきまして

は、目標値を達成していることから、「校内の全てのトイレを洋式化した学校の割合」に変

更するとともに、新たに「校内の全ての照明器具をＬＥＤ化した学校の割合」と「学校給食

で地場産食材を使用した日数の割合」を追加しております。また、６として「ＩＣＴ機器の

活用」を追加し、「ふちゅう電子図書館」を活用することで、学習意欲の向上や知識の習得

につなげることなどを定めております。 

 最後となりますが、本中間見直しにつきましては、本年１１月１８日から１２月１７日ま

での間でパブリックコメント手続を実施し、市民の皆様からのご意見を反映した計画として

取りまとめていく予定でございます。以上でございます。 

○教育長（酒井 泰君） それでは、何かご質問、ご意見はございますか。 

〇委 員（日野佳昭君） ５ページの施策２「学びの機会を保障するための支援の充実」の

見直し後に「等」と記載があります。「奨学金制度等の実施」、「定期健康診断等の実施」

の「等」は何を示しているのか教えてください。 

○教育総務課長補佐（浅見公博君） 奨学金につきましては、奨学金事業として、給付・貸
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付けともに府中市で実施しておりますが、３８ページの２行目あたりに記載のとおり、本年

度より試行的に奨学金等返済サポート事業、奨学金を返済されている方に向けた支援事業を

新たに実施しております。本支援事業は、奨学金制度ではございませんので、「等」と入れ

させていただいて、このサポート事業の給付を含ませていただいているところでございます。 

 定期健康診断等につきましては、３８ページの「主な取組」の中で説明がございますけれ

ども、従来行っている定期健康診断のほか、各種検診も通じて、疾病の早期発見や健康づく

りの推進に努めるという部分も全て羅列すると長くなってしまいますので、「等」の中に含

ませていただいております。 

○教育長（酒井 泰君） よろしいでしょうか。ご意見はございますか。 

〇委 員（日野佳昭君） 意見が２点あります。１３ページで「学力の現状」として、Ｃ、

Ｄ層は減少を目指すということを目標としています。ここ５年ぐらい毎年記載があるかと思

いますが、なかなか上昇しません。私も反省しており、個人的にはこのようにしたらどうか

等、いろいろと考えていますが、下位層の減少は難しいと感じています。 

 それから、もう１点は、幼保小連携と小・中連携についてです。学校生活支援シートやか

けはしシートというものを最近使用するようになって、非常に役に立っていると聞いており

ます。ですから、「はばたき」や福祉保健部等、いろいろなところと連携して、幼保小中高

との連携をぜひ目標にしていただきたいと思います。切れ目ない支援は、教育委員会の目標

でありますので、幼保小、小中と分けるのではなく、幼保小中高まで入れていただくとよい

と思います。以上です。 

○教育長（酒井 泰君） ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 

〇委 員（田中亜衣子君） 教育プランは長期間のものになりますので、大変なボリューム

になるかと思います。これを見直す際に、市民、一般的な保護者が、自分が意識していると

ころがどうなっているだろうかと見たとき、語句の一致ということが非常に大事だと実感し

ております。日頃からこのことを考えていると、だんだん変わってきた語句の変化や、長期

間の中で、都や国の推奨により変更があったこと等、ずっと接している人間には分かるので

すが、このようなプランの変更時や、パブリックコメントを得るときといった、そのときだ

け見る人にとっては、語句が一致していないということが、非常に混乱を招いていると思い

ます。語句の一致については、デリケートな配慮をお願いしたいと思っております。 

 質問ですが、１人１台端末の更新についてです。最初に配付されたときには、保護者は全

く心配していないところで、行政側で気づいて配慮いただいているところなのですが、現在、

どのような状況でしょうか。 

○教育長（酒井 泰君） 最初はご意見ですので、端末のことについてお願いいたします。 

○指導室長補佐（石渡通暁君） １人１台端末につきましては、約１万９,０００台、２万台

弱が配付されております。そのリースが５年間契約になっていますので、今年度の２月末を

もって、現行機はリース切れになります。次は、同じＧｏｏｇｌｅのＯＳを使ったものにな

ります。今使っているものにつきましては、府中市単独で調達をした端末になりまして、各

地区によって使っているものが異なります。ただ、次のＮＥＸＴ ＧＩＧＡと言われるものへ

の更新に当たっては、国が都道府県単位での共同調達を求めておりまして、ｉＰａｄを使う

ところや、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを使うところ等、様々あったのですが、本市としてはＣｈ
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ｒｏｍｅｂｏｏｋを使う予定です。 

 また、国の指針としては、共同調達を求めつつ、タッチペンを必須としなさいということ

がありますので、今回の調達に当たってはタッチペンもつきます。ですので、今までであれ

ばキーボードがあり、また、触れる機種もありましたが、書くということ自体はなかなかで

きませんでした。３月以降は、書くことも視野に入れたＤｙｎａｂｏｏｋという端末が配付

され、少し端末自体のサイズも小さくなります。今までは、コンバーチブル型という一般的

なノートパソコンで、キーボードとタブレットがくっついているものでしたが、今後はデタ

ッチャブルといって、キーボードとタブレットを離したり、くっつけたりすることもできる

ということで、持ち運びがしやすくなります。例えば、教室外で何か手に持ちながら書くと

いう作業も、比較的スムーズになっていくかと考えております。 

大きさが変わって、デタッチャブル型に変わる、調達の方法も変わってタッチペンがつく

ということが大きな特徴でございます。デジタルドリルにつきましても、今年度末をもって

５年間の利用が終わりますので、次のデジタルドリルについても今の製品がいいのかどうか

ということについて、慎重に予算編成を進めながら検討しているところでございます。以上

です。 

○教育長（酒井 泰君） ほかにご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告・連絡の（１）について了承いたします。 

                    ◇                

◎第３０回学校施設老朽化対策特別委員会開催報告について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、報告・連絡の（２）を学校施設課お願いします。 

○学校施設課長補佐（大南尚也君） それでは、「第３０回学校施設老朽化対策特別委員会

開催報告について」、お手元の資料に基づき、ご説明させていただきます。 

恐れ入りますが、教育委員会定例会資料２をご覧ください。１の「議会名」、２の「日

時」、３の「場所」につきましては記載のとおりでございます。次に、４の「内容」につき

まして、前回の特別委員会開催日以降の状況として、（１）で改築実施校に係る動きとして

第二期改築実施校改築事業の状況、（２）で第三期改築実施校改築事業の流れ及び設計者選

定の概要、（３）で新たな学校づくりに係る取組、（４）で府中市立小・中学校のプール整

備方針（案）の作成について報告しております。また、（５）として、学校施設老朽化対策

特別委員会における主な意見・要望をまとめております。 

 初めに、（１）改築実施校に係る動きの、ア第二期改築実施校改築事業の状況のうち、

（ア）の市立府中第三小学校でございますが、旧校舎及び旧体育館の解体工事を本年１１月

に完了するよう進めていること、また、本年１０月から令和８年６月までの間で、解体後の

敷地に係る埋蔵文化財発掘調査を実施し、調査完了後に校庭の整備を行う予定であることを

報告しております。次に（イ）の市立府中第六小学校でございますが、当初のスケジュール

どおりに、本年７月末に仮設校舎の解体が完了し、同年８月から旧体育館及びプール等の解

体工事を進めていることを報告しております。（１）改築実施校に係る動きにつきましては、

以上でございます。続きまして、（２）の第三期改築実施校改築事業の流れ及び設計者選定

の概要につきまして、恐れ入りますが別紙１をご覧ください。まず、１の「改築事業の流

れ」でございますが、表でお示ししておりますとおり、令和７年度に基本構想を策定した上
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で、令和８年度にかけて基本計画を策定します。その後、同年度中の基本設計を経て、令和

９年度に実施設計を行う予定としております。各区分の詳細につきましては、表の右側にご

ざいます「内容」に記載のとおりでございます。なお、基本構想につきましては、先ほど第

５６号議案及び第５７号議案において、ご審議いただいたものでございます。 

 次に、２の「設計者選定の概要」でございますが、（１）の選定方法は公募型プロポーザ

ル方式とし、（２）の契約内容は府中第五小学校及び府中第九小学校の各学校の基本計画、

基本設計及び実施設計を一括で発注し、（３）の契約期間は令和８年１月上旬から令和１０

年３月上旬を予定しております。（４）の設計者選定に係る今後の予定でございますが、本

年１０月上旬から公告を開始し、同年１０月下旬を目途に参加表明期限及び一次審査、同年

１２月上旬の二次審査を経て、令和８年１月上旬に契約する予定でございます。（５）の審

査及び選定の流れでございますが、応募者から提出された書類による一次審査を経て、一次

審査通過者による配置方針等の提案書に関わるプレゼンテーションによる二次審査を行い、

第１受注候補者及び第２受注候補者を選定します。なお、これまでの改築校の設計者選定に

おいては、外部有識者で構成する選定委員会での二次審査を行っていたところですが、一定

のノウハウが蓄積されていることから、関係部署の管理職等で構成する選定委員会による二

次審査へ変更いたしました。（２）の第三期改築実施校改築事業の流れ及び設計者選定の概

要につきましては、以上でございます。 

恐れ入りますが、教育委員会定例会資料にお戻りください。続きまして、（３）の新たな

学校づくりに係る取組のア市立府中第七小学校・市立武蔵台小学校保護者向け説明会でござ

いますが、統合検討校である府中第七小学校及び武蔵台小学校の保護者への周知を目的とし

て、説明会を開催いたしました。（ア）の開催日時、場所及び参加人数でございますが、日

時、場所は記載のとおりで、参加人数につきましては、七小２３人、武蔵台小４７人の合計

７０人の方にご参加いただきました。続きまして、（イ）の説明会の動画配信でございます

が、対面での説明会開催後、さらなる周知を図るため、説明会の資料を用いて説明動画を作

成し、両校の保護者向けに配信を行いました。 

 ２ページに移りまして、ａの配信期間でございますが、本年７月２３日から８月１３日ま

での２２日間で配信いたしました。ｂの視聴回数は１７９回です。次に、（ウ）のアンケー

トの結果でございますが、２項目ございます。初めに、ａ学校の規模を標準規模校とする必

要性についてですが、「理解できた」及び「おおむね理解できた」を合わせて９０.６％の方

から、必要性について肯定的な回答をいただきました。２つ目のｂ学校を統合することにつ

いてですが、「実施すべき」及び「できれば実施したほうがよい」を合わせて６９.６％の方

から、実施について肯定的な回答をいただきました。（エ）説明会及びアンケートにおける

主な意見等でございますが、「説明会」の質疑応答時の意見につきましては、記載のとおり

様々なご意見をいただいており、通学距離や防犯上の危険が広がることを心配するご意見や、

統合場所を示して議論してほしい、武蔵台小西側の武蔵台公園や少年野球場なども含めた一

体的な開発をしてほしいなどのご意見をいただいているところです。一方で、「統合すれば、

統合校の児童は全員同じ中学校に進学することになるのでよい」「すぐにでも統合してほし

い」といった、計画に肯定的なご意見もございました。アンケートでの自由記述の意見につ

きましても、記載のとおり様々なご意見をいただいており、自転車通学など徒歩以外の通学



- 18 - 

手段も検討してほしい、学校統合をせずにそれぞれの学校で改築事業をしてほしいなどのご

意見をいただいているところです。一方で、「教育面から統合には賛成です」「通学距離が

心配だったが考えてくれているようで安心した」といった、肯定的なご意見もございました。 

 ３ページに移りまして、次にイの新たな学校づくりニュースの発行につきまして、恐れ入

りますが、参考１をご覧ください。こちらは、新たな学校づくりニュースとして、学校施設

改築・長寿命化改修計画等の策定やこれまでの説明会の開催状況等を多くの皆様にお伝えす

るため作成したもので、ホームページで公開しております。また、各種ＳＮＳやメール配信

システムを活用して周知したほか、統合検討校である七小、武蔵台小及び七中、十中の学区

域を含んだ地域での自治会回覧を実施いたしました。恐れ入りますが、教育委員会定例会資

料の３ページへお戻りください。次に、ウの地域意見交換会についてでございますが、

（ア）の開催日時、場所及び来場者数につきましては、武蔵台文化センター１階ロビーにお

いて開催し、日時は記載のとおりです。本意見交換会は、説明会形式ではなく、オープンハ

ウス形式で市職員が常駐して地域の皆様と対話しながら意見を伺う形で実施し、６日間合計

で６７人の方にご来場いただきました。期間中は作成した説明動画をご覧いただいたり、職

員と対話しながらの意見交換により様々なご意見をいただきました。次に、（イ）の主な意

見等といたしましては、ａからｆまでに記載のとおり、統合に向けて前向きなご意見を多く

いただいております。 

恐れ入りますが、参考２をご覧ください。こちらは、本意見交換会を開催するにあたり作

成した開催のお知らせで、本年８月上旬に武蔵台、北山町、西原町へお住いの約６,５００世

帯の皆様に全戸配布したほか、同年８月１５日号の広報に記事を掲載し、周知を図っており

ます。（３）の新たな学校づくりに係る取組につきましては、以上でございます。続きまし

て、（４）の府中市立小・中学校のプール整備方針（案）の作成についてでございますが、

本年８月７日に開催されました教育委員会臨時会においてご説明いたしました方針（案）に

ついて報告しております。内容につきましては同様となり、先ほど第５５号議案において、

ご審議いただきましたので、本日は省略させていただきます。 

 続きまして、（５）学校施設老朽化対策特別委員会での主な意見・要望につきまして、ご

説明いたします。恐れ入りますが、別紙２をご覧ください。初めに、表中１の改築実施校に

係る動きに関することにつきましては、地域団体の既存倉庫等への配慮や三小前の歩道に関

することなどのご意見をいただいております。次に、２の「第三期改築実施校改築事業の流

れ及び設計者選定の概要に関すること」につきましては、設計者選定の公表に関することや、

できるだけ早く工事に着工できるよう検討してほしいといったご意見をいただいております。

次に、３の「新たな学校づくりに係る取組に関すること」につきましては、様々なカテゴ

リーに対する説明会の実施に関することや、反対意見はしっかりと受け止めた上で、進める

ことは進めてほしい、といったご意見をいただいております。次に、４の「府中市立小・中

学校のプール整備方針（案）の作成に関すること」につきましては、着衣水泳に関すること

や、ほかの施設の活用等に関するご意見をいただいております。以上でございます。 

○教育長（酒井 泰君） 何かご質問、ご意見はございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告・連絡の（２）について了承いたします。 

                    ◇                
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◎第５次府中市特別支援教育推進計画（案）の作成について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、報告・連絡の（３）を指導室、お願いいたします。 

○統括指導主事（鈴木 篤君） それでは、「第５次府中市特別支援教育推進計画（案）の

作成について」、ご説明いたします。 

 初めに、１の「趣旨」ですが、本市では障害の有無に関わらず、児童・生徒が共に学び、

互いに理解を深められる共生社会の実現を目指して、令和５年１月に策定した第４次府中市

特別支援教育推進計画に基づき、特別支援教育に係る各種取組を進めてきましたが、当該計

画の計画期間が令和７年度をもって終了いたします。 

 このことに伴い、引き続き共生社会の実現を目指すため、令和８年度から令和１２年度ま

での５年間を計画期間とする第５次府中市特別支援教育推進計画（案）を作成するものです。 

 ２の「概要」でございますが、１枚めくっていただきまして、第５次府中市特別支援教育

推進計画（案）に基づきご説明いたします。目次をめくっていただき、１ページをお願いい

たします。１ページから８ページにかけて、「第１章 第５次府中市特別支援教育推進計画

の概要」を示しております。２ページをお願いいたします。１「第５次推進計画策定の背

景」を、４ページまで記載しております。ここでは、第４次推進計画の策定後の特別支援教

育に関わる国や東京都の動きとして、第４期教育振興基本計画、東京都教育施策大綱等を記

載し、４ページには東京２０２５デフリンピックの開催などを示しております。４ページ下

段からは、第５次推進計画の目的等、基本的な考え方、基本理念を示しております。６ペー

ジには、推進計画の体系を、８ページにはライフステージにおける支援の連続性のイメージ

図を示しております。 

続いて、９ページから１５ページにかけては、「第２章 府中市の特別支援教育の現状」

を示しております。１０ページをお願いいたします。１「第４次府中市特別支援教育推進計

画の主な成果と課題について」を１５ページまで記載しています。ここでは、第４次推進計

画で示された方向性Ⅰから方向性Ⅲの取組について、その成果と課題を示しています。第４

次推進計画の内容に基づく取組については、おおむね順調に進んでいるものと捉えておりま

すが、支援を必要とする児童・生徒の増加傾向や、それに伴う学校の校内体制や指導の充実

の必要性、幼保小中の切れ目ない支援の推進、子供たちの多様な学びの場の整備など、特別

支援教育を一層充実していくための課題はまだあると考えております。また、特別支援教育

においては、一人一人に応じた指導・支援とタブレット端末の活用は、親和性が高いと考え

ておりますけれども、児童・生徒のタブレット端末の活用も進んできている中で、ＩＣＴ等

を効果的に活用していくことも課題の一つと考えております。 

 １５ページから１７ページにかけては、「府中市の特別支援教育の現状」を掲載していま

す。続いて、１８ページから２６ページには、第１章、第２章を踏まえ、第３章「特別支援

教育推進施策の方向性と取組」としまして、各種取組を示しております。 

 １９ページをお願いします。ここからは、「方向性Ⅰ 小・中学校における特別支援教育

の充実」として、校内支援体制の充実、共生社会の実現に向けた取組の充実、教職員等の特

別支援教育に関する専門性の向上など、５つの取組を示しております。２４ページからは、

「方向性Ⅱ 全ての子供の学びを支える環境の整備」として、ライフステージにおける連続

性のある支援や、就学相談・教育相談などの相談機能の充実、医療的ケア児への支援の充実
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など、４つの取組を示しております。２６ページは、「方向性Ⅲ 保護者、地域及び関係機

関との連携」として、理解促進に向けた取組の充実や子ども発達支援センター等の関係機関

との連携の３つの取組を示しております。２７ページから３１ページは、「第４章 参考資

料」としております。恐れ入りますが、先頭の定例会資料にお戻りください。最後に、３の

「今後の予定」といたしましては、本年１１月１８日から１２月１７日までの期間でパブリ

ックコメント手続を実施し、市民からの意見等を反映させた計画として取りまとめてまいり

ます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（酒井 泰君） それでは、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

〇委 員（日野佳昭君） ３ページ、（４）の第４期教育振興基本計画と（５）の東京都教

育ビジョン（第５次）についてです。府中市特別支援教育協議会から示された「特別支援教

育推進計画（案）」の時点では、（４）に「持続可能な社会の創り手の育成や日本社会に根

差したウェルビーイングの向上をコンセプトとし、１６の目標と基本施策、指標が示されて

います」と記載がありました。この基本計画の中で特別支援教育をどうしていくかという話

だと思いますので、抜いてよかったのか、抜くことで分かりにくくなっていないか気になっ

ています。 

（５）につきましても、「本ビジョンでは、東京都が目指す教育のために取り組むべきこ

ととして、「自ら未来を切り開く力の育成」「誰一人残さないきめ細やかな教育の充実」

「子供たちの学びを支える教職員・学校の力の強化」の三本柱を掲げ、その達成に向けた１

２の「基本的な方針」と、３０の「今後の５か年の施策展開の方向性」が示されています」

という記載があったと思います。やはり、「東京都教育ビジョン（第５次）」の中の特別支

援教育の話なので、個人的には分かりやすい文章だと思っていました。なぜこの文章が抜け

たのか、説明していただけますでしょうか。 

○統括指導主事（鈴木 篤君） ご指摘の部分につきましては、素案から案に落とし込み、

庁議とパブリックコメントの手続に進んでいく中で、庁内の文書審査において、今回の計画

が特別支援教育推進計画であるということから、特別支援教育の内容に絞って記載するほう

がよいのではないかという指摘があり、修正をしたものでございます。 

○指導室長補佐（石渡通暁君） 内部的な手続もございますが、大元にあります東京都特別

支援教育推進計画（第２期）の中でも、共生社会の話や、一人一人の尊厳ということは、当

然、最大限尊重していくということは前提にしております。ウェルビーイングや、誰一人残

さないという表現につきましては、確かに重要な表現ではありますが、今後、パブリックコ

メントをしていく中で、市民の方にとってこれが何の計画なのかということが少し曖昧にな

ってしまってはいけないので、要点を絞っていったところでございます。 

 ただ、繰り返しになりますが、この「東京都教育ビジョン（第５次）」の中でも書いてあ

る部分につきましては、東京都の特別支援教育推進計画の中でも、全く同じ言葉は使われて

いないですが、当然念頭に置きながら、理念は反映した上で内容もまとまっております。こ

れらをまとめて考えると、もともと東京都の教育ビジョンの中で書かれていたことも、念頭

に置きながらの記載になっていると認識しております。 

〇委 員（日野佳昭君） 意見です。やはり大事なことについては、書いてあるから理解し

てくださいでは、少し説明不足だと思います。初めに概要を示す文章ですから、わかりやす
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くなっていないと少し不親切だと感じました。以上です。 

○教育長（酒井 泰君） ほかに何かご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、この件に関しましては、日野委員が懸念されている部分のご指摘も十分踏まえ、

今後の手続に進んでいくということで、了承してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長（酒井 泰君） では、そのようにさせていただきます。報告・連絡の（３）につ

いて、附帯条件はつきますが、了承することといたします。 

                    ◇                

◎令和７年度全国学力・学習状況調査の結果について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、報告・連絡の（４）を指導室、お願いいたします。 

○教育指導担当主幹（佐藤 公君） 「令和７年度全国学力学習状況調査の結果について」、

資料４に基づきご報告いたします。１ページ、２ページには、令和７年度の全国学力学習状

況調査について調査の概要、公表の内容、教育委員会の取組について記載しております。３

ページから最終ページまでは、小学校及び中学校ごとの国語、算数、数学、理科の調査結果

及び主な設問別の結果等を記載しております。 

 それでは、資料３ページをご覧ください。小学校の国語の平均正答率は、都と同様であり、

全国を上回っております。設問別に見ますと、国語においては、例えば、問の２の３、自分

の考えが伝わるように書き表し方を工夫することについて、都や全国の平均正答率を上回っ

ております。問の３の３（１）目的に応じて文章と図表などを結びつけるなどして必要な情

報を見つけることについて、問題の平均正答率は、全国は上回っておりますが、都を下回っ

ており、こちらについては無回答率も高くなっております。 

 ３ページ下段の「質問紙調査から分かったこと」にあります国語の授業において、目的に

応じて説明的な文章を読み、文章と図表などを結びつけるなどして必要な情報を見つけてい

る児童の平均正答率は、高い傾向にあります。文章の中から必要な情報を取捨選択したり、

整理したり再構成したりすることが重要であることから、日々の授業においては複数の資料

を結びつけて読む活動を設定し、それぞれの資料がどのような関係があるのかを考えながら

読む指導を行っていく、そういった授業改善が必要であると考えています。 

 続きまして、資料４ページをご覧ください。小学校算数の平均正答率は全国を上回ってお

りますが、都より２ポイント低くなっております。設問別に見ますと、変化と関係、データ

の活用については、問の４の１のように、都及び全国よりも平均正答率が高くなっておりま

す。数と計算について、問の３の（２）小数や分数の計算の仕方について統合的・発展的に

考察することや、問の３の（３）分数を単位分数のいくつ分と捉えて数直線上に表すことに

ついては、全国よりは高く、都よりも低くなっております。 

 ４ページ下段の質問紙調査において、算数の授業においてどのように考えたのかについて

説明する活動をよく行っている児童の平均正答率は高い傾向にあることから、授業において

は、数の表し方の仕組みや数を構成する単位に着目することが大切であり、言葉や図・表、

式などを関連づけながら表現できるようにする指導の充実が必要であると考えております。 

 続きまして、資料５ページをご覧ください。小学校理科の平均正答率は、都と同様であり、

全国を上回っております。設問別の結果を見ますと、問の１（３）について、結果や問題に
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対するまとめを基に、他の条件での結果を予想して表現することについて、都や全国の平均

正答率を上回っています。問の２（２）電気の回路のつくり方について、実験の方法を発想

し表現することや、問の４（１）問題を解決するための観察・実験の方法が適切であったか

を検討し、表現することについて、平均正答率は全国よりは高く、都と同様、または都より

低くなっております。 

 ５ページ下段にあります質問紙調査において、自然の中や日常生活、理科の授業について、

理科に関する疑問を持ったり、問題を見出したりしている児童や、観察や実験の進め方や考

え方が間違っていないかを振り返って考えている児童の平均正答率が高い傾向にあることか

ら、日々の授業においては、児童が解決したい問題を見出して、明確な目的を設定し、設定

した目的が達成できているかを振り返り、修正するといった活動の充実を図ることで、学ん

だことの意義や意味を実感できるようにすることが重要であると考えております。 

 資料の６ページをご覧ください。中学校において、国語の平均正答率は、都及び国よりも

高くなっております。設問別の結果を見ますと、国語では都及び全国の平均正答率よりも低

い設問はありませんでしたが、例えば問１四のように、自分の考えが伝わる文章になるよう

に根拠を明確にして書くことや、問４二のように読み手の立場に立って語句の用法、叙述の

仕方などを確かめて文章を整えることについて、他の設問と比べて平均正答率は低く、無回

答率も高くなっております。国語の授業では、文章を書いた後に読み手の立場に立って読み

直し、語句の選び方や使い方、文や段落の長さ、語順などが適切かどうかを確かめて文章を

整えている生徒ほど、平均正答率が高い傾向であることから、授業においては、書いた文章

を推こうする際に伝えようとすることが伝わるように、読み手の立場に立って語句の用法、

叙述の仕方などを確かめて文章を整えることができるように指導することが必要であると考

えております。 

 続きまして、資料７ページをご覧ください。数学の平均正答率は、都及び全国よりも高く

なっております。中学校国語と同様に、ほとんどの設問において都及び全国より平均正答率

は高くなっておりますが、問９（２）のように統合的、発展的に考え、条件を変えた場合に

ついて証明を評価、改善することや、問９（３）のようにある事柄が成り立つことを構想に

基づいて証明することは、他の設問と比べて平均正答率が低く、無回答率も高くなっており

ます。小学校と同様に、どのように考えたのかについて言葉や式、図、表などを用いて表現

することが重要であり、日々の授業においては、証明したことを基に条件を変えた場合の証

明について考察する場面を設定し、証明の過程を数学的に表現することができる指導の充実

を図ることが必要であると考えております。 

 続きまして、資料８ページをご覧ください。令和７年度より、中学校理科の調査がＣＢＴ

方式、いわゆるタブレット端末を用いて実施する調査方法となり、結果がＩＲＴ、項目反応

理論に基づいて示されることとなりました。ＩＲＴとは国際的な学力調査、ＰＩＳＡやＴＩ

ＭＳなど、英語資格検定試験、ＴＯＥＩＣやＴＯＥＦＬなどで採用されているテスト理論で

す。この理論を使うと、異なる問題から構成される試験・調査の結果を同じ尺度で比較する

ことができます。また、ＩＲＴスコアとは問題の難易度を考慮して算出された生徒の理解度

を示す値であり、５００を基準としております。中学校理科は都及び全国と比べて、このＩ

ＲＴの平均スコアが高く、生徒間の学力差を示す標準偏差が小さいことから、都及び全国と
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比べて全体的に学力が高く、生徒間の学力差が小さい傾向があります。 

 設問別の結果を見ますと、問１（６）探求から生じた新たな疑問や、身近な生活との関連

などに着目した振り返りを表現することについて、平均正答率は高くなっております。また、

問１（１）の回路の電圧と抵抗や熱量に関する知識を身につけることや、問３（１）仮説を

立てて科学的に探求する学習場面において、必修の知識及び技能を活用して、仮説が正しい

場合の結果を予想することについては、平均正答率は都及び全国より低くなっております。

理科の授業で学習した知識を普段の生活の中で活用できている生徒ほど、平均ＩＲＴスコア

が高い傾向にあることから、授業ではこれまで学習した知識と新たな知識を関連付けるなど、

知識の概念的な理解を深める学習場面を設定することが考えられます。また、その際には、

身近な生活と関連を持たせながら、生徒の興味関心を持たせ、主体的に問題発見、問題解決

に取り組むことができるような指導の充実を図ることが必要であると考えております。 

 資料の９ページには、各教科の四分位による各層の割合を示しております。四分位による

各層の割合では、Ａ層、Ｂ層の割合が都や全国より高く、特に小学校理科、中学校国語、数

学、理科では、Ａ層の割合が都及び全国の平均を大きく上回っており、応用的な力まで発揮

できる児童・生徒が多い傾向があります。一方、都の平均正答率より低かった小学校算数に

おきましては、Ｄ層の割合が都より高くなっており、基礎的な内容の理解や定着に課題があ

る児童もみられます。今後は、上位層の力をさらに伸ばしていくとともに、下位層への個に

応じた指導及び支援を一層充実させ、全体の学力の向上を図ることが重要であると考えてお

ります。 

 資料の１０ページから１４ページまでは、児童・生徒の質問紙調査についての分析結果、

資料１５ページには学校質問紙調査の分析結果を掲載しております。１０ページでは、授業

で学習の進め方を工夫している児童・生徒や、学んだことを振り返り、次の学習に結びつけ

て考えたり、活かしたりするなどしていた児童・生徒の平均正答率が高い傾向にあります。

授業においては、児童・生徒が主体的に目標や課題を発見し、学習の見通しを立てて実践し

たり、学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工夫することで、主

体的な学びの質が高まることが重要であると考えております。 

 １２ページには、ＩＣＴを活用した学習について、ＩＣＴの活用に自信があると回答した

児童・生徒の平均正答率も高い傾向にあります。引き続き、タブレット端末等のＩＣＴ機器

の効果的な活用を推進することで、児童・生徒の学力向上を図っていきたいと考えています。 

 続きまして、１３ページには、自分にはよいところがある、自分と違う意見について考え

ることは楽しいという、いわゆるウェルビーイングに関する質問がありますが、こちらに対

して肯定的に回答している児童・生徒の平均正答率は高い傾向にあります。 

 府中市立小・中学校の教育課程編成に向けたグランドデザインで示している４つの視点、

「発見すること」、「対話すること」、「決定すること」、「表現すること」を重視して授

業改善を推進し、児童・生徒が主体となる授業を実施することで自己決定や自己実現を促し、

ウェルビーイングの向上を図っていく必要があると考えております。 

 １４ページ、家庭学習について、学校の授業時間外に勉強を全くしないと回答した児童・

生徒の平均正答率は低い傾向にあります。今後も家庭と連携を図りながら、発達の段階に応

じた学習計画の立て方や学び方を促したりするなど、家庭学習を視野に入れた指導を行うと
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ともに、これを踏まえた予習・復習など、家庭での学習課題を適切に課すなどして学校や地

域、保護者に対し、家庭学習の重要性について周知、啓発してまいります。 

 本調査結果に基づく教育委員会の取組について、５点ご説明いたします。恐縮ですが、資

料２ページにお戻りください。まず１点目、小学校、中学校別に分析のための資料を配付し、

各校での結果分析、課題把握、改善策の検討等を推進していきます。 

 ２点目は、府中市立小・中学校の教育課程編成に向けたグランドデザインについて、４つ

の視点を重視した教育活動の充実を一層図っていくため、学力向上プロジェクトチームにお

いて、府中市の課題に応じた指導報告等に関する資料を作成し、教員の授業改善を図ってま

いります。また、教務主任会や府中市教育研究会とも連携し、各教科等の研修会を充実させ、

教員同士が学び合う気運を醸成し、教員の指導力向上を図ってまいります。 

 ３点目、デジタル教科書や学習支援ツール等を効果的に活用したＩＣＴ活用事例の収集及

び共有や教員のＩＣＴを活用した指導力の向上を図る研修の充実。また、児童・生徒が日常

的にＩＣＴを活用できる環境整備、ＩＣＴを効果的に取り入れた授業実践を推進し、情報を

教育担当者と連絡会や研究主任会、教務主任会等で共有・発信していきます。 

 ４点目は、家庭との連携を図りながら、発達の段階に応じた学習計画の立て方や学び方を

促したりするなど、家庭学習を視野に入れた指導を推進し、学校や地域保護者に対し、家庭

学習の需要性について周知・啓発していきます。 

 最後、５点目は、研究主任会において各学校の校内研究を推進していく上での課題等につ

いて、協議検討及び情報公開や市内研究推進校等の取組発表を行っていくとともに、研究協

議の在り方や研究主題、研究仮説の設定等に関する講義を通して、教員の指導力向上を図り、

児童生徒の資質能力の向上につなげてまいります。報告は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○教育長（酒井 泰君） 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

○委 員（日野佳昭君） 意見が３点あります。１点目は、読書についてです。学校訪問の

際、校長先生から無解答率が全国より高いことを課題と捉えているというお話を伺うことが

ありました。また、３ページでは、必要な情報を見付ける力が、全国より高いことがわかり

ます。４ページでは、「教科に関する調査から分かったこと」で、「小数や分数の仕組みや

意味を考える力は、理解の深まりに課題が見られる」とあります。「質問紙調査から分かっ

たこと」には、「説明する活動をよく行っていますか」について、「肯定的な回答をしてい

る児童ほど平均正答率が高い傾向がある」とあります。それから、６ページでも「教科に関

する調査から分かったこと」で、「「書くこと」において、文章を論理的に構成したり、読

み手に配慮して推こうしたりする力が十分に定着していない傾向がある」とあります。７

ページの「質問紙調査から分かったこと」では、「数学の授業で、どのように考えたのかに

ついて説明する活動を行っていますか」について、「肯定的な回答をしている生徒ほど平均

正答率が高い傾向にある」とあります。読書に重点を置いている学校もすでにいくつかあり

ますが、僕は読書が一番大事だと考えています。やはり、たくさん読んで、推こうして、そ

の感想文を書くということが、今読み上げたことにつながると考えています。読書を推奨す

ることは、学力向上につながると思います。 

 ２点目は、府中の子供たちがＩＣＴをよく活用している、また、自己肯定感を持っている
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子が多いという結果についてですが、これはとても嬉しい回答でした。 

 ３点目ですが、学習は習慣だと思います。勉強する習慣があれば、学習時間は少しずつ伸

びていくので、家庭学習の時間が増えていくとよいと思っています。しかし一方で、平日に

２、３時間以上の家庭学習を行っている子もいるようなので、驚いています。ただ、土日の

学習時間が少ない点については、やや懸念もあります。 

○教育長（酒井 泰君） ご指摘いただいたことと、ご意見も参考にしていただければと思

います。ほかにご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告・連絡の（４）について了承いたします。 

                    ◇                

◎東京都指定有形文化財（建造物）内藤家住宅保存活用計画（案）の作成について 

○教育長（酒井 泰君） それでは続きまして、報告・連絡の（５）をふるさと文化財課、

お願いいたします。 

○文化資源活用担当副主幹（藤原裕司君） それでは、「東京都指定有形文化財（建造物）

内藤家住宅保存活用計画案の作成について」、ご説明をいたします。 

 初めに、１の「趣旨」でございますが、令和５年３月に東京都有形文化財に指定された内

藤家住宅は、江戸時代後期の建造物等が良好に保存されてきた都内でも貴重な文化財です。

本市では、その文化的・歴史的価値を将来にわたって長く維持するために、保存だけではな

く活用も重視した検討を進めてまいりました。この検討結果を踏まえ、内藤家住宅の文化財

的価値についての理解と考え方を示すとともに、活用方針を明らかにするため、「東京都指

定有形文化財（建造物）内藤家住宅保存活用計画（案）」（以下「保存活用計画」といいま

す。）を作成するものです。 

 なお、保存活用計画案の作成に当たりましては、令和６年９月３０日に教育委員会から文

化財保護審議会に対し、内藤家住宅の保存と活用について諮問し、本年９月３０日に当該審

議会から答申書をご提出いただきましたので、その答申書の内容を反映し、東京都教育委員

会の指導に基づいて作成したものでございます。以下、別紙の保存活用計画（案）の本文の

ご説明をいたします。初めに、計画案のご説明に入る前に、内藤家住宅のご説明をさせてい

ただきます。表紙をおめくりいただき、３２ページをお願いいたします。こちらの図は、上

が北で、方位の記号のところに旧甲州街道がございます。内藤家住宅は美好町３丁目２０番

地、ＪＲ・京王線の分倍河原駅から徒歩１０分ほどの場所にあります。オレンジの線の範囲

が東京都の文化財である有形文化財の指定範囲です。建造物としては、オレンジの中央にあ

る主屋、その左側の書院、書院の蔵、蔵、庭門、その上の表門があり、庭門の左側部分が庭

園となっております。恐れ入りますが、表紙の次のページ、口絵のカラー写真にお戻りくだ

さい。口絵の１と２が主屋、その裏面が書院、右ページが蔵、次のページが庭門と表門、右

のページが主屋にある式台付の玄関、主屋内部です。おめくりいただき、以下、１１以降は

主屋の内部の写真でございます。 

 続きまして、計画をご説明いたします。本文の２ページをお願いいたします。「第１章 

計画の概要」といたしまして、１「計画の作成」、２「文化財の名称等」、３「文化財の概

要」を記載しております。文献資料等から明らかになった内藤家創立の沿革や、本文の１１

ページ以降、詳細な建物調査から見えてきた改造履歴など、建物の特徴について細かく記し



- 26 - 

たうえで、内藤家住宅の保存の現状と課題を明らかにし、保存と活用に向けた計画策定の目

的や基本方針を示しています。特筆すべき建物の特徴としましては、今年度に入りましてか

ら江戸時代後期に作成された家を建てるときに吉報を占う家相図が発見されたことにより、

建物の建築年代が特定できたことが挙げられます。本文の１５ページにその家相図を掲載し、

１６ページ以降、江戸時代後期から２１ページの昭和に至るまでの変遷を図示しています。

これは、内藤家住宅の歴史的価値を明らかにする上で、非常に貴重な資料であり、そこから

読み解ける建物の変遷についても触れています。次に、２２ページ以降は文化財の価値を記

載し、調査の過程で、上層農家であった内藤家は、名主のほか、江戸後期に醤油醸造で財を

成して興隆した、商家としての一面もあることが分かってまいりました。「計画の概要」で

は、この２つの側面に注目し、内藤家住宅の本質的価値を損なわないための保護の措置を検

討するとともに、地域の歴史と文化を継承するための拠点となるような施設を目指し、保存

と活用を両立させることを基本方針とすることについて示しております。 

続きまして、３６ページをお願いいたします。「第２章 保存管理計画」ですが、内藤家

住宅の建造物や工作物に関して、歴史的価値を示す基準の時代を、３７ページに記載のとお

り、家勢が成熟し、現在に至る屋敷構えが整備された江戸時代後期から明治時代初期までと

設定し、保護の区分と方針を示しております。具体的には、３８ページから記載の文化財と

しての価値を守るために、厳密な保存が要求される保存部分、改造により文化財としての現

状が失われており、建築体としての維持及び保全が必要とされる保全部分、活用または安全

性向上のために改変が許されるその他の部分の３つの部分と、部分を構成している部位につ

いて、基準１から５までの５つのランクを設定し、この保護基準に基づいて、４０ページ以

降、建物ごとに細かく区分けした図を掲載しています。そして、４４ページ以降、３「管理

計画」、４「修理計画」として、今後５０年の中長期にわたる修理計画についても触れてい

ます。以下、４８ページから１２３ページまで、建物ごとに詳細な基準を図示したものです。 

 １２６ページをお願いいたします。「第３章 環境保全計画」ですが、内藤家住宅の建造

物や樹木を含めた外溝部分、主に庭に関して、１として「環境保全の現状と課題」、２とし

て「活用を見据えた区域ごとの保護区分と保全方針等」を示しています。具体的には、第２

章の各建物と同様に、１３０ページ左下段に記載の文化財指定された建造物を指し、新たな

建造物や工作物は設けないが、防災管理上必要な場合において、土地の形状の変更を行うこ

とができる保存区域、改変を行う際には、庭の特徴的な構成要素に留意し、良好な景観を維

持していく保全区域、公開活用のために利用できる範囲で工作物の新築等を認め、保存区域、

保全区域との景観的調和に配慮を要するその他区域、３つの保護基準を設定しました。この

保護基準に基づき、１３１ページ以降、表門や庭門などの建造物や植栽の管理を含め、庭の

構成要素をどのように保存するべきか、保全や改変に当たってはどのような配慮が必要か、

といったことを定めております。さらに、１４８ページからは、章末の資料として、庭園部

分の詳細な調査報告を記載しております。詳細な庭園の現地調査と文献調査によって、この

庭園が江戸時代の多摩地域における庭園文化を象徴する歴史的価値の高いものと考えられる

と記載しております。 

 １６４ページをお願いいたします。「第４章 防災計画」ですが、１として、内藤家住宅

の火災や暴風雨などに対する防災、防犯、耐震などの現状と課題を踏まえ、防火・防犯対策
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を示しています。１７０ページからは、２「耐震対策」として、建物の耐震については、補

強材をどこにどのように入れるのかなどを図化しています。また、１７９ページには、４

「その他の災害対策」として、地震等を記載しております。 

１８２ページをお願いいたします。「第５章 活用計画」ですが、１として、内藤家住宅

の公開活用に向けた復元改修や構造補強改修及び整備活用に係る改修のための基本方針を示

しています。そして、１８３ページの２の「上位計画との整合・位置づけ」を踏まえたうえ

で１８６ページの３「事業構想」として、今後検討していく事業スキームに沿って、活用事

業者や内藤家とも連携しながら、文化的価値を体感でき、楽しむことのできる空間づくりや、

内藤家の屋敷地全体を活かした活用についても検討を進めていくこと、１８９ページには、

４「整備計画」として、整備の基本方針、整備方針を示し、１９０ページには、現段階の整

備案、１９１ページには、５「公開活用に向けた課題」を掲載しております。 

 最後に、１９４ページからは、「第６章 文化財保護に係る諸手続」を示しています。以

上で、保存活用計画（案）の説明を終わらせていただきます。恐れ入りますが、定例会資料

５にお戻りください。２ページの３の「今後の予定」でございますが、内藤家住宅保存活用

計画案については、令和７年１１月１８日から１２月１７日までの期間で、パブリックコメ

ント手続を行い、市民からの意見等を反映させた保存活用計画として取りまとめてまいりま

す。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（酒井 泰君） 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

○委 員（日野佳昭君） 今回、歴史や建物、美術品など、本当に膨大な資料について、詳

細に調査されていて、すばらしい資料となっています。ありがとうございます。 

質問は庭に植えられている木についてです。たくさんの種類の木があるということを知り、

少し驚きました。ただ、ケヤキが植えられていないようです。もし分かれば、その理由を教

えてください。 

○ふるさと文化財課長（江口 桂君） 現在、旧甲州街道に残っているお屋敷も同様ですが、

旧甲州街道の拡幅以前に、街道沿いの屋敷地のところにケヤキを植えている事例が多くござ

います。内藤家の場合も、もしかするとそのようにケヤキが植えられており、旧甲州街道の

拡幅の際に、切られたのではないかと考えております。 

 そのため、表門の脇に象徴として、ケヤキが植えられていた可能性もございますが、今の

屋敷地にはケヤキが植えられていないということの理由ではないかと考えております。 

○教育長（酒井 泰君） よろしいでしょうか。ほかにご質問、ご意見ございますか。 

○委 員（山下和則君） 意見です。内藤家住宅について、前回の視察で見させてもらいま

した。実際に使っていたので、仕方のないところではあるのですが、たとえば水回りなど、

生活の匂いがしてしまうところがありました。そのようなところは、できれば作り直して、

見栄えのあるものになると、迫力があるのではないかと思いました。以上です。 

○教育長（酒井 泰君） ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告・連絡の（５）について了承いたします。 

                    ◇                

◎第２次国指定天然記念物馬場大門のケヤキ並木保護管理計画（案）の作成について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、報告・連絡の（６）をふるさと文化財課、お願いし
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ます。 

○文化資源活用担当副主幹（藤原裕司君） それでは、「第２次国指定天然記念物馬場大門

のケヤキ並木保護管理計画（案）の作成について」、ご説明をいたします。 

初めに、１の「趣旨」でございますが、本市では、国の天然記念物に指定された馬場大門

のケヤキ並木について、平成２０年２月に国指定天然記念物馬場大門のケヤキ並木保護管理

計画を策定し、保護及び管理に取り組んできましたが、近年の気候変動などにより、ケヤキ

並木を取り巻く環境は、より厳しくなっています。こうした背景から、ケヤキ並木を守り、

育て、次世代に確実に引き継いでいくため、第２次国指定天然記念物馬場大門のケヤキ並木

保護管理計画（案）（以下「保護管理計画」といいます。）を作成するものでございます。 

 なお、保護管理計画の作成にあたりましては、令和６年９月３０日に、教育委員会から文

化財保護審議会に対し、「国指定天然記念物馬場大門のケヤキ並木保護管理計画の見直しに

関する事項について」を諮問し、本年９月３０日に当該審議会から答申書をご提出いただき

ましたので、この計画（案）につきましては、答申書の内容を反映し、作成したものでござ

います。以下、別紙の保護管理計画（案）の本文でご説明をいたします。 

 初めに本文をおめくりいただき、５ページをお願いします。この図は、上が北で、馬場大

門のケヤキ並木の国天然記念物の指定範囲を示したものです。指定範囲は、左の枠の上、並

木の北端部というのが桜通りで、そこから下の甲州街道、右枠の京王線を経て、一番下まで

となっております。ただし、今回の計画としては、その裏面６ページ、図の２－２をご覧く

ださい。赤の実線枠が今ご説明した指定範囲で、さらにその下の赤の点線枠、フォーリス前

の府中駅南口再開発事業等で新しく植えられたケヤキも含んだ範囲を、これまでの計画同様、

今回も含んでおります。恐れ入りますが、本文の１ページにお戻りください。 

 初めに１ページから３ページまでは、「第１章 計画改定の背景と目的」といたしまして、

先ほどの趣旨を中心に、計画改定の経緯と目的を明確にするとともに、改定案作成に至る検

討の経緯を示しています。 

 ４ページをお願いいたします。４ページから１１ページまでが、「第２章 ケヤキ並木の

位置付けと変遷」といたしまして、１「天然記念物の指定」、７ページが、２「ケヤキ並木

の歴史と変遷」として、ケヤキ並木の起源から現在に至る変遷を、１１ページまで示してい

ます。 

 １２ページをお願いいたします。「第３章 現状と課題」といたしまして、１「現状」と

してケヤキ並木の樹木の現状をお示ししています。１５ページは、現在の計画策定時の平成

１９年度と、右側は令和６年度を比較したものです。裏面からは、これまでの生育履歴を表

にまとめたものと、１８ページには植栽年度を記載しております。１９ページからは、

（２）では樹木の生育状況をまとめ、（ア）古木、２１ページの（イ）次世代木、２３ペー

ジの（ウ）ケヤキ以外の保護木の別に記載しております。さらに２５ページは、腐朽等の状

況、３０ページには、ケヤキ並木における主な被害状況として、近年の大雨や大型台風等に

よる被害状況を整理しております。３２ページをお願いいたします。「評価と課題」といた

しまして、平成２０年２月に策定した「国指定天然記念物馬場大門のケヤキ並木保護管理計

画」（以下「旧計画」といいます。）の評価と課題を整理して示しております。３４ページ

をお願いいたします。旧計画の取組として、おおむね達成していると評価した上で、計画の
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見直しに係る課題を整理しております。 

 ３５ページをお願いいたします。「第４章 基本方針」といたしまして、ケヤキ並木の保

護管理に係る将来像、基本方針等を示しています。１の「将来像」は（１）の「ケヤキ並木

が文化財として適切に管理継承されることで、訪れる方が集い、憩うことができる安全な空

間が確保されている」、（２）の「ケヤキ並木が文化財として活用されることで、まちの発

展に寄与する新たな魅力や価値が創出されている」としております。３６ページをお願いい

たします。２の「基本方針」でございますが、課題で上げた５つの事項に対応すべく、図４

－１に掲げる４つの基本方針、既存樹木の保護対策、安全性を確保する適切な維持管理、将

来へ引き継ぐ次世代木の育成、まちづくりと連携した活用を示しております。３７ページを

お願いいたします。当該計画の新たな考えとしまして（２）の安全性を確保する適切な維持

管理として、道路利用者の安全性確保を最優先事項と位置付けた上で、文化財として適当な

維持管理を行う旨の考えを示しております。３８ページをお願いいたします。「現状変更等

の許可の方針」といたしまして、保護管理や活用等で必要となる法令上の許可について、こ

れまでの実績をもとに基準を見直しております。 

 ４２ページをお願いいたします。「第５章 取組方針」といたしまして、基本方針に基づ

き取り組む保護管理の４つの方針を示しております。１点目の保護対策の方針として、既存

樹木を３つに分類の上で、点検・診断、保護対策、植栽地の保全に係るあり方を記載してお

ります。４５ページをお願いいたします。２点目の維持管理として、道路利用者の安全を確

保するため、危険が生じる前に計画的に対応を行う予防保全型の管理を行う旨を新たに位置

付けております。４６ページをお願いいたします。３点目の次世代木の育成の方針として、

ケヤキ並木の姿を引き継いでいくにあたり、新たに育てる次世代木は古木の遺伝子を引き継

ぐものとしております。４７ページでは、４点目の活用方針として、ケヤキ並木を活用する

ことにより、まちの発展につながる新たな魅力や価値を創出することを示しております。 

 ４９ページでは、「第６章 推進方針」といたしまして、１「取組方針」に位置付けた取

組の推進体制についてお示ししています。推進体制は、教育委員会と市が連携して取り組む

とともに、５０ページのように多様な主体との協働体制で取り組んでいくことが重要と考え

ております。５１ページでは、２の「推進スケジュール」を示すとともに、補植や伐採の実

施、評価と見直しに係る考えを示しております。５４ページにありますように、保護管理の

推進スケジュールは、２０２９年までの短期、２０３７年までの中期、それ以降の長期の取

組時期に分けて進めてまいります。最後に、５５ページからは、３「保護管理の実施」とし

て、次世代木の補植と既存木の伐採、５８ページには、４としてこの計画の評価と見直しに

ついて記載しております。 

 以上で、保護管理計画（案）の説明を終わらせていただきます。恐れ入りますが、定例会

資料６にお戻りにください。３の「今後の予定」でございますが、保護管理計画（案）につ

いて、令和７年１１月１８日から同年１２月１７日までの期間でパブリックコメント手続を

行い、市民からの意見等を反映させた保護管理計画として取りまとめてまいります。説明は

以上でございます。 

○教育長（酒井 泰君） 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

○委 員（田中亜衣子君） ３２ページの旧計画について、２０２５年には「全面の歩行者
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専用道路化」とありますが、現在、車両が通っているかと思います。車両の件については、

変更になったのでしょうか。 

○ふるさと文化財課長（江口 桂君） ３２ページ記載の「全面の歩行者専用道路化」につ

きましては、平成２０年の旧計画時において、この計画ではなく、市のケヤキ並木整備基本

計画の中で、けやき並木通り全体の歩行者専用道路化を目指していくという方針がございま

したので、それを受けて、ケヤキ並木の保護管理計画旧計画においてもこの記載をしており

ます。現在も、この歩行者専用道路化に向けて市全体で取り組んでおりまして、けやき並木

通りの京王線以南について、道路の代替事業を進めております。今後も引き続き、このケヤ

キ並木の歩行者専用道路化について、目指していくところです。 

○教育長（酒井 泰君） ほかにご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告・連絡の（６）について了承いたします。 

ここで一旦定例会を中断し、５分間の休憩といたします。再開はこの会場の時計で、午後

４時２２分といたしますので、よろしくお願いいたします。 

午後４時１７分中断 

                    ◇                

午後４時２２分再開 

                    ◇                

◎国史跡武蔵国府跡（国司館地区）第２期整備基本計画（案）の作成について 

○教育長（酒井 泰君） それでは、定例会を再開いたします。続きまして、報告・連絡の

（７）をふるさと文化財課、お願いします。 

○文化資源活用担当副主幹（藤原裕司君） それでは、「国史跡武蔵国府跡（国司館地区）

第２期整備基本計画（案）の作成について」、ご説明をいたします。 

 初めに、１の「趣旨」でございますが、本市では国史跡武蔵国府跡等保存管理計画に基づ

き、国史跡に指定されている武蔵国府跡（国司館地区）を適切に保全し、歴史的価値を高め

広く発信するとともに、府中本町駅前という立地を生かしたにぎわいと魅力ある空間を創出

する活用と整備を行ってきました。このたび、平成３０年度に完成した第１期整備事業に続

き、新たに第２期整備事業を進めていくため、国史跡武蔵国府跡（国司館地区）第２期整備

基本計画（案）を作成するものでございます。以下、別紙の整備計画の本文でご説明をいた

します。 

本文１ページの１の「はじめに」では、（１）で計画策定の経緯と目的を明確にするとと

もに、裏面２ページ（２）で国司館地区の文化財としての本質的価値を示しております。３

ページでは、２の「整備事業の経緯と位置付け」でございますが、アとして整備済みの国司

館地区第１期保存整備事業について、イとして第２期整備事業、さらに（２）としてこれま

で市が実施してきたにぎわい創出事業について記載し、その詳細を次の６ページの表１で令

和４年度からの取組を記載しております。７ページでは、３の「当該地区の概要」でござい

ますが、国司館地区の敷地の概要を整理するとともに周辺状況を示しており、９ページにあ

りますように、当該地は府中本町駅に隣接し、北、東側の道路と接道しております。 

１１ページでは、４の「基本方針」でございますが、事業を行うに当たって踏まえるべき

方針として、（１）遺構に配慮した整備、（２）史跡を楽しく理解し学べるガイダンス施設
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の設置、（３）にぎわいの創出、（４）周辺空間と一体で活用するための動線確保、こちら

はさらに、ア府中本町駅からのアプローチ空間、イ南側隣接の公開空地への動線、ウ第２期

整備エリア（にぎわい創出ゾーン）への車両動線、裏面のエ北側道路における広場来場者の

歩行空間の確保を記載し、（５）誰もが利用しやすい施設の５つを示しております。 

１３ページでは、５の「土地利用方針」でございますが、土地利用を行うに当り、検討の

条件、導入機能等、動線、機能配置等において踏まえるべき方針を示すとともに、第１期整

備事業区域における設備の改修に係る方針を示しております。この表を図でお示ししたもの

が、次の１５ページになります。本事業で整備する施設については、駅前空間及び広場と一

体で、にぎわいを創出することを目的とし、主な機能として「ガイダンス機能」や「飲食等

の便益機能」を導入するものとします。図２の「施設整備イメージ」の左側が１階部分で、

主な機能として、この史跡の歴史的価値を知ってもらうためのガイダンス機能としての展示

室を設置し、こちらは子供が体験しながら武蔵国府跡や徳川家康府中御殿に関する歴史に親

しむ場としての役割を想定しております。そして、図の右側が中２階で、ここには誰もが気

軽に史跡に親しんでもらうための飲食等の便益機能を設置します。さらに、施設の動線及び

機能配置のイメージでございますが、府中本町駅から整備済みの広場へ抜ける動線を設ける

ことをイメージしつつ、次の１６ページに記載の（４）サインの設置、（５）既存設備の改

修等について記載し、これらについては今後行う設計や関係者との協議に基づき、詳細を検

討してまいります。 

 １７ページの６「整備方針」でございますが、整備を行うに当たり必要な方針として、

（１）遺構に配慮した整備、（２）便益施設を含むガイダンス施設の整備、（３）舗装の変

状対策を示しております。１８ページでは、７の「管理運営方針」でございますが、整備後

に想定されるスキームと管理運営者等との役割分担の方針を示しております。国司館地区に

おいては、新たに整備した施設と広場との一体的な魅力の創出が必要であることから、「指

定管理者」による施設管理運営、「都市利便増進協定」による中心市街地のまちづくりとし

ての視点を含めたエリアマネジメントとして、連携して管理運営を行う体制を想定しており

ます。２０ページでは、８の「今後のスケジュールと課題」でございますが、事業を進める

に当たってのスケジュール、概算費用のイメージ、今後の課題を示しております。整備にか

かる工程は、設計や関係者協議を踏まえ、今後詳細に検討してまいりますが、現時点ではお

おむね令和１２年度頃の供用開始を目指して進めていくこととしております。２１ページで

は、「今後の課題」でございますが、事業の推進に向けた課題といたしまして、「便益施設

の設置する飲食機能導入形式の決定」、「隣接地と当該地の接続」として、民間事業者や隣

接土地所有者との協議を行い進めてまいります。以上で、「整備計画案」の説明を終わらせ

ていただきます。 

 恐れ入りますが、定例会資料７にお戻りください。３の「今後の予定」でございますが、

整備計画案について、令和７年１１月１８日から同年１２月１７日までの期間でパブリック

コメント手続を行い、市民からの意見等を反映させた整備計画案として取りまとめてまいり

ます。説明は以上でございます。 

○教育長（酒井 泰君） 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告・連絡の（７）について、了承いたします。 
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                    ◇                

◎郷土の森博物館手話・字幕付プラネタリウム番組等の特別投影について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、報告・連絡の（８）をふるさと文化財課、お願いし

ます。 

○文化資源活用担当副主幹（藤原裕司君） それでは、郷土の森博物館の特別投影について、

２件ご報告いたします。チラシの１は、１１月１５日から２６日に開催される東京デフリン

ピックに合わせて企画をした手話・字幕付きのプラネタリウム「バリアフリー全天周映像作

品、ユニバース～宇宙へ～」です。投影の日時は、１１月２１日の午前１０時３０分と１１

時３０分、１１月２２日の１５時３０分からの計３回、各回とも約３０分で、博物館入場料

のみでご鑑賞いただけます。当日は、府中市登録手話通訳者の会から、手話通訳者の方を１

名派遣いただく予定となっておりまして、入退場のご案内や注意事項なども手話対応できま

すので、聴覚に障害のある方にも安心してご鑑賞をお楽しみいただけます。 

 次のチラシ２は、大人気プログラム「星兄（ほしにい）の爆笑！プラネタリウム番組シ

ョー」です。１１月２９日の１１時半と１５時３０分からで、こちらは子供から大人まで大

爆笑の星空解説をお楽しみいただけるプログラムとなっております。説明は以上です。 

○教育長（酒井 泰君） 何かご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告・連絡の（８）について了承いたします。 

                    ◇                

◎府中市新総合体育館基本構想（案）の作成について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、報告・連絡の（９）をスポーツタウン推進課、お願

いします。 

○新総合体育館整備担当副主幹（奥 恭平君） それでは、「府中市新総合体育館基本構想

（案）の作成について」、ご説明いたします。 

 初めに、１の「趣旨」でございますが、多くの市民に利用されている市立総合体育館は、

第一体育室棟が昭和４６年に竣工してから５０年以上が経過し、耐用年数も間近に迫ってお

ります。このため、本市では、府中基地跡地留保地利用計画及び第７次府中市総合計画前期

基本計画において、現総合体育館の府中基地跡地留保地への移転に向けた取組を進めること

としたうえで、第２次府中市スポーツ推進計画に基づき、市民の健康増進に加え、みるス

ポーツや防災機能などを考慮した移転後の新しい総合体育館の整備に向けて検討を進めてま

いりました。このたび、当該検討結果を踏まえ、新総合体育館の移転及び整備に係る基本的

な考え方を取りまとめた府中市新総合体育館基本構想（案）を作成するものでございます。

なお、本基本構想（案）の作成に当たりましては、令和７年２月３日に、府中市教育委員会

から府中市新総合体育館基本構想検討協議会に対し、「府中市新総合体育館基本構想素案の

作成について」を諮問し、本年９月３０日に答申書を教育長にご提出いただきました。本基

本構想（案）につきましては、答申書の内容を反映し作成したものでございます。 

 恐れ入りますが、基本構想（案）の１ページをお開き願います。初めに、１ページから２

ページまでは、「第１章 基本構想の背景と目的」となっており、先ほどの趣旨を中心に背

景と目的をお示ししております。続きまして、３ページをお開き願います。３ページから４

０ページまでは、「第２章 現状と課題」となっておりまして、現総合体育館、生涯学習セ
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ンターの体育機能及び地域体育館の概要や利用状況のほか、市民ニーズ調査やワークショッ

プ、オープンハウスを実施し、関連計画における新総合体育館に関わる内容等を踏まえた上

で、新総合体育館に求められる役割や府中らしさについてお示しをしております。 

 続きまして、４１ページをお開き願います。４１ページから４４ページまでは、「第３章

事業予定地」となっておりまして、府中基地跡地留保地及び米軍通信施設跡地、生涯学習セ

ンター、平和の森公園にまたがるように新総合体育館を整備することとしておりますので、

その事業予定地の状況や整備条件についてお示ししております。続きまして、４５ページを

お開き願います。「第４章 基本理念・基本方針」では、新総合体育館が目指す姿として、

基本理念を定めております。「このまちの誇り、スポーツタウンの未来を開く多機能アリー

ナ」を掲げ、スポーツの力によって感動が生まれ、まちの誇りや魅力につながる新たな拠点

となることを目指すこととしております。 

 また、基本理念の実現に向けて４つの基本方針を定めておりまして、１つ目として「誰も

が気軽に「そだち・そだてる、する、みる、ささえる」を感じることができる場の創出」、

２つ目は「府中の誇りとなる中核的な施設として、多様な活動に柔軟に対応するフレキシブ

ルな施設整備」、３つ目は「地域や周辺環境につながりを育み、交流とにぎわいを生み出す

地域に開かれた拠点」、最後に４つ目として「災害時の市民の安全・安心を支える防災拠

点」としております。 

 続きまして、４６ページをお開き願います。４６ページから５９ページまでにつきまして

は、「第５章 機能・規模・配置等」となっておりまして、４６ページ及び４７ページでは、

前提条件として生涯学習センターの体育機能との統合や、生涯学習センター図書館と複合化

する方向性となっていることなどを示しております。４７ページ中段から５４ページまでは、

２の「施設機能」といたしまして、みるスポーツ機能や、多様な競技種目に対応可能なマル

チスペース機能、また、市立小・中学校のプール授業の受け入れを想定した温水プール機能

などについてお示ししております。さらに５２ページでございますが、新たな付加価値とし

て、市民ニーズ調査の結果を踏まえて、レストラン、カフェ等の飲食スペースなどの導入機

能や、その導入に向けた方向性、留意点についてお示ししております。５４ページ中段から

５８ページまでは、３「施設規模」といたしまして、新総合体育館の象徴となるメインア

リーナについて、みるスポーツ機能を導入し、収容人数を５５ページ下段に記載のとおりと

することや、Ｂプレミアなどのホームアリーナ基準を満たすことを視野に入れていくことと

しております。そのほか、サブアリーナ、トレーニング室、マルチスペース、キッズスペー

ス、温水プール、図書館を整備するほか、想定延床面積は５７ページ下段に記載のとおりと

なっております。 

 続きまして、６０ページをお開き願います。６０ページから６７ページまでは、「第６章 

事業手法」となっておりまして、ＰＰＰ、ＰＦＩ、Ｐａｒｋ－ＰＦＩなどの民間活力を活用

した事業手法の可能性をお示しするほか、各事業方式の特性比較を行っております。また、

５７ページでは、事業費確保の方針として、事業費の試算につきましては、次年度の基本計

画で行うことをお示ししております。 

続きまして、６８ページをお願いいたします。「第７章 管理運営方法」では、管理・運

営の基本的な考え方として、６つの視点をお示ししております。１つ目は、持続可能な施設
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運営として、新総合体育館は「プロフィットセンター、稼ぐ施設」として位置付け、持続可

能で魅力ある施設運営を目指すこと。２つ目として、魅力とにぎわいのある運営を目指すこ

と。３つ目として、民間活力の導入について検討すること。４つ目は、環境に配慮した施設

運営として、環境配慮型の設備や機能を導入するとともに、施設のＺＥＢ化を検討すること。

５つ目は、予防保全を取り入れた維持管理による施設の長寿命化により、ライフサイクルコ

ストの縮減や財政負担の平準化を図ること。最後に６つ目は、災害時でも安全・安心な施設

機能を維持することができる運営を目指すこととしております。 

 続きまして、６９ページをお開き願います。６９ページから７１ページまでにつきまして

は、「第８章 事業スケジュール」といたしまして、６９ページの事業スケジュールでは、

次年度から基本計画に着手し、令和１５年度の供用開始を目指すこととしております。７０

ページから７１ページにかけては、今後の検討事項をお示ししており、公園や駐車場、多目

的グラウンド、アーバンスポーツなどの整備範囲や図書館機能との連携、プロスポーツ団体

への利用意向調査、財政負担額の算出などについてお示ししております。最後に、７２ペー

ジ目以降は資料編となっております。以上で、「府中市新総合体育館基本構想（案）」の説

明を終わらせていただきます。 

 恐れ入りますが、教育委員会定例会資料９にお戻りください。３の「今後の予定」でござ

いますが、基本構想（案）について、令和７年１１月１８日から同年１２月１７日までの期

間でパブリックコメント手続を行うほか、オープンハウスを実施し、市民からの意見等を反

映させた基本構想として取りまとめていく予定でございます。また、資料末尾に、参考資料

として答申書の鑑文を配付させていただいておりますので、お開き願います。府中市新総合

体育館基本構想検討協議会からの答申に当り、付帯意見を２点いただいております。そのう

ち２点目につきまして、「新総合体育館の整備を進めるに当たっては、「スポーツタウン府

中」のブランドイメージを一層高めることに加え、周辺の大規模公園等との緑の連続性を確

保することによる一体的な緑地空間の創出や、併設される図書館との相乗効果による新たな

魅力の創出、公園や周辺施設と連携した防災機能の強化などが図られることを期待します。

将来を見据え、地域及び市全体の活性化に資するまちづくりを実現するためにも、市長部局

と密に連携し、関連施策と一体的に進めてください。」となっております。この付帯意見を

受けまして、基本構想策定後の進め方については、今後、具体的に検討してまいりたいと考

えております。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（酒井 泰君） それでは何かご質問、ご意見はございますでしょうか。 

○委 員（日野佳昭君） 意見です。メインアリーナの規模について、Ｂプレミアなどの

ホームアリーナ基準を満たすことを視野に入れるのであれば、周りに商業施設が全くないの

で、レストランやコンビニ等を作らざるを得ないのではないかと思います。ただ、キッチン

を作って火を扱うとなると、体育館内に作ることについては、いろいろな問題もあると思い

ます。隣に別の建物を建てるのか、あるいは、郷土の森公園のようにキッチンカーを頼むの

か、大國魂神社のように屋台を出してもらうのか、そのようなことを検討する必要があると

思います。 

○教育長（酒井 泰君） ほかにご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告・連絡の（９）について了承いたします。 
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                    ◇                

◎第７回府中市ボッチャ大会の開催について 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、報告・連絡の（１０）をスポーツタウン推進課、お

願いします。 

○スポーツタウン推進課長補佐（塚本 淳君） それでは、「第７回府中市ボッチャ大会の

開催について」、ご報告いたします。 

 本大会は、東京都市町村広域連携事業として開催する「東京都市町村ボッチャ大会」の府

中市予選を兼ねて開催するもので、障害の有無に関わらず誰もが楽しむことができるボッチ

ャを広く多摩地域で普及することを目的として、令和元年度より実施しており、今回で第７

回となります。今回の開催日は、１２月６日土曜日、場所は郷土の森総合体育館でございま

して、優勝・準優勝のチーム、２チームは、令和８年１月２４日土曜日に青梅市で開催され

る東京都市町村ボッチャ大会へ出場いただく予定でございます。なお、参加者募集につきま

しては、各小・中学校へ実施要項をお配りし、申込期限を１１月７日金曜日として募集して

まいります。報告は以上でございます。 

○教育長（酒井 泰君） 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、報告・連絡の（１０）について了承いたします。 

                    ◇                

◎その他 

○教育長（酒井 泰君） 続きまして、日程第５、その他ですが、何かございますでしょう

か。よろしいでしょうか。 

                    ◇                

◎教育長報告 

○教育長（酒井 泰君） それでは日程第６、教育長報告に移ります。 

活動状況については、別紙の「令和７年第１０回教育委員会定例会教育委員会活動報告

書」のとおりでございます。なお、この報告書は、令和７年９月６日から令和７年１０月 

１０日までの活動内容となっております。 

今日はかなり議案が多かったので、予定していた私のフリートークの部分は、割愛をさせ

ていただいて、２点だけにさせていただきます。まず、第１点でございますが、９月１０日

水曜日に令和７年度第１回府中市総合教育会議が開催されました。初めに、高野市長より、

令和８年度施策立案の基本的な考え方についてのご説明をいただきました。教育委員会とし

て、今回お示しいただいた基本的な考え方に基づきまして、今後も良好な教育環境、教育条

件を確保し、全ての府中市立小・中学校の教育及び文化スポーツ施設の充実を図ってまいり

たいと考えております。 

 続いて、新しい時代の学びを実現する学校づくりについて協議を行いました。令和２年２

月に策定した府中市学校施設改築・長寿命化改修計画に基づき、改築されました府中第八小

学校、府中第一中学校、府中第三小学校、府中第六小学校の改築事業で得た知見を、次期改

築実施校であります、府中第五小学校、府中第九小学校に活かす視点で意見交換を行わせて

いただきました。今後の学校建設に当たりましては、新しい学びに対応できるＩＣＴ機器の

活用のほか、建設費高騰等による総事業費の見直し、省エネルギー、省資源型の学校整備が
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求められていると思っております。以上、総合教育会議のご報告です。 

 続きまして、この活動報告書にはないのですが、９月２８日日曜日に全国手話言語市区長

会の主催で「第８回手話劇祭ｉｎ府中」が、府中の森芸術劇場ふるさとホールで開催されま

した。「みてみよう、感じてみよう手話の魅力」というテーマのもと、日本ろう者劇団によ

る手話狂言や、デフアスリートによるトークショー、手話パフォーマーによる手話歌など

様々なパフォーマンスが繰り広げられました。私は初めて手話劇祭を拝見したのですが、聴

覚に障害がある人もない人も、共に楽しめるすばらしいイベントだったと思っております。

特に手話狂言は、小学校高学年ぐらいの児童にとって、狂言と手話という２つの内容を同時

に無理なく学べる、とてもよい教材になると感じました。できれば、府中市立の学校で観劇

の機会を作ることができればなと思った次第でございます。私からは、以上でございます。 

                    ◇                

◎教育委員報告 

○教育長（酒井 泰君） 日程第７、教育委員報告に移ります。 

活動状況については別紙の通りでございます。まず初めに、日野委員お願いいたします。 

○委 員（日野佳昭君） ２点、報告します。９月２０日、美術館企画展「フジタからはじ

まる猫の絵画史」のレセプションに臨席しました。私の今までの藤田嗣治に関する知識は、

第１次大戦の軍医で、フランスでパトロンの庇護の下、自由奔放に生きた画家という印象で

した。今回の展覧会で、藤田の繊細な線描と独特の色使い、独特の乳白色の肌、猫の絵画の

変遷など、興味深いすばらしい作品に接することができ感動しました。 

 １０月２日、教育委員会訪問をしました。どの中学の授業参観でも、生徒の皆さんは礼儀

正しく元気な様子で、いつもながら安心します。五中では、６月からプール授業を始めたこ

とについて、熱中症対策としては有用であったが、プールサイドにおける日射に対する対応

には、検討が必要とのお話がありました。特別支援教育については、生徒の増加に対応する

ための支援員の増員が必要とのことです。不登校対応については、「みらい」、「はばた

き」、「かがやき」などとの連携が徐々に効果が出てきているが、家庭での教育が必要とい

うことでした。二中には水泳部があり、プール授業の点についても、今年は問題なく行われ

ましたが、五中と同様に見学者の休み場所に苦慮したとのことでした。不登校の生徒につい

ても、卒業後の通信教育、サポート校など、充実してきているそうです。 

 美術館では、美術品の保管室などバックヤードも視察させていただき、詳細な説明をして

いただきました。今後、さらに市民の利用を増やし、市民に愛される美術館を目指すとのこ

とでした。問題点としては、今後の施設の老朽化とバス運転士の経費が多いということでし

た。多くの優れた作品を苦労して集め、毎回すばらしい企画展を開催してくださる館長をは

じめスタッフの皆様には感謝します。以上です。 

○教育長（酒井 泰君） ありがとうございました。続きまして、山下委員お願いします。 

○委 員（山下和則君） ９月１０日に総合教育会議に参加しました。令和８年度の政策立

案の基本的な考え方について、それぞれの責任に関してのボーダーラインについて意見を述

べさせてもらいました。また、新しい時代の学びを実現する学校づくりにつきましては、先

日、教育委員会連合会で聞いた話をもとに、新しい学校づくりと並行して、今起きている問

題点を置き去りにしないでほしい旨を伝えました。 
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 １０月４日、白糸台小学校の運動会を参観してまいりました。多少の雨でしたが、それに

対して当日のプログラムを変更して対応していたことは、保護者に対しての配慮を感じまし

た。また、閉会式ではいい意味での緊張感があり、締まりのある閉会式でした。全体的に見

て、学校とＰＴＡがうまくひとつになって運営していたなと感じました。以上です。 

○教育長（酒井 泰君） ありがとうございました。続きまして、田中委員お願いします。 

○委 員（田中亜衣子君） 総合教育会議におきましては、「令和８年度の政策立案の基本

的な考え方について」、「新しい時代の学びを実現する学校づくりについて」の２点を協議

議題とし、話合いに参加する機会を得ました。政策課でおまとめいただいた令和８年度の位

置づけと、視点及び留意すべき事項について説明を受け、いくつか質問や感想を述べた後、

そのご回答及びさらなる方針説明を受けました。時流に合わせた柔軟かつ持続可能な姿勢と

学びの場の大切さを再確認することができ、安心できたよい機会となりました。 

 ９月２０日は、美術館企画展レセプションに参加しました。２０００年の開館から２５年

がたち、美術館の存在が浸透している中、人気のある猫と藤田嗣治を組み合わせた企画展で、

ますますの活気を期待いたします。また、美術鑑賞教室でさらに多くの児童・生徒さんが楽

しんでくださることを祈念しております。 

 １０月２日の教育委員会訪問では、まず五中に伺いました。きれいな校舎をうまく活用い

ただいている印象が残りました。用務員さんのご尽力もあり、サポートルーム、屋上プール、

大変きれいです。また、ソフトの面では、対話を注視した運営方針のご説明を受けて、とて

も心強く思いました。生徒会を中心とした生徒の主体性を大切にしていただいている学校で

す。剣道部、美術部、茶道部が校長先生一押しの部活動と伺いました。その後訪れた二中で

は、生徒数が多く、また増加傾向にある学校とのことで、校舎の老朽化もあり、修繕予算に

気を配る必要があると感じ、また、そのとおり校長先生よりご報告いただきました。教育目

標が今年度は、より短く分かりやすく変更されており、よい試みだと感じました。演劇部、

水泳部、和太鼓、合唱部が校長先生注目の部活動とのことですが、生徒数が多いこともあり、

指導者の不足を感じられているようです。外部の部活動サポートにつき、都の補助金などう

まく活用されることを期待いたします。午後は美術館を訪問視察し、裏側の作品倉庫なども

拝見して、府中市美術館の特徴など、貴重なお話を伺うことができました。 

 また、当該期間中に、年一度の租税教育更新研修会に参加いたしました。都の誰一人取り

残さない教育の指針に沿って変化している教育の現場感や、主体的な学びを深めてもらうに

は、といった学校で実施されている工夫について研究し、一方でゲストティーチャーとして

の租税教室の役割について、子供も活用しているというシンキングツールを用いワーク、デ

ィスカッションなどを行いました。税と税理士を窓口に、社会の仕組みに興味、関心を持っ

てもらい、考え、積極的に参加する姿勢について、きっかけづくりに貢献したいと考えてお

ります。以上です。 

○教育長（酒井 泰君） ありがとうございました。最後に、山中委員お願いします。 

○委 員（山中ともえ君） １点目、９月１０日の総合教育会議では、改築の計画が先であ

る学校の老朽化について検討していただくようお願いしました。また、府中の特別支援教育

について、府中の特色を生かした政策を考えていただきたいというお話をさせていただきま

した。 
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 ２点目は、９月１８日、税の書道展の審査会に参加させていただきました。武蔵府中青色

申告会の会館で、調布市や狛江市も含めた地区の小学校の４年生から６年生まで４,０００点

ほどが出されており、関係の方々とその審査を行いました。１２月７日には、表彰式がある

ということで出席させていただきたいと思っています。 

 ３点目は、１０月５日、市民スポーツ大会秋季大会の開会式に臨席させていただきました。

「体育大会」から「スポーツ大会」へ名称が変更され、種目によっては小学校低学年の方か

ら、中学生はもちろん、種目によっては年齢の高い方も一緒に参加できるような大会の開会

式で、皆さん楽しげに参加されている様子を参観させていただきました。以上です。 

○教育長（酒井 泰君） ありがとうございました。それでは、これで令和７年第１０回府

中市教育委員会定例会を閉会いたします。 

                    ◇                

午後４時５８分閉会 
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以上、会議のてん末を記載してその相違ないことを証

するため、ここに署名する。 

 
令和８年２月２６日 
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